
◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 皆さん、おはようございます。出席委員も定足数に

達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、審査日程第２号によって進めます。 

 ただ今から、令和４年度決算議案７案件を一括議題

とし、総括質疑を行います。なお、この際申し上げま

す。今回の総括質疑については、先に議会運営委員長

からご報告ありましたとおり、質疑、答弁を含めて１

人30分ずつの時間制とし、各会派等の人員に応じて、

それぞれ時間配分をいたしましたので、よろしくご協

力お願いします。 

 また、質疑の順序については、タブレットに掲載い

たしております決算特別委員会審査日程表の総括質疑

時間配分予定表どおりでありますが、時間の差異の調

整については、委員長にご一任願いたいと思います。

なお、各会派等の持ち時間の３分前に、委員長より予

鈴をもってお知らせいたしますので、ご協力をお願い

いたします。 

 重ねて申し上げます。総括質疑に対する当局側の答

弁は、質疑者の時間制限もありますので、簡潔明瞭に

お願いいたします。 

 それでは、直ちに総括質疑を行います。まず、市政

研究会の質疑を許します。市政研究会、土屋範晃委員。 

◎土 屋 範 晃 委員 

 それでは、市政研究会の総括質疑を行います。初め

に資料、実績報告書の68ページ、６款１項５目、事業

名、峯岸堰改修事業であります。まず、この事業の内

容についてお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 農林課長。 

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君） 

 峯岸堰の事業内容についてでございますけれども、

村山北部土地改良区が管理する峯岸堰頭首工と用水路

について、水利施設等保全高度化事業として、県営で

実施しているものでございまして、尾花沢市は負担金

を支払っている事業となっております。事業期間は平

成30年から令和５年であり、総事業費２億7,600万円

で、負担率は国が55％、県が27.5％、市が15％、改良

区が2.5％となり、令和４年度については、主に水路

の更新を行っており、コンクリート水路の設置等を行

ってきた事業でございます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 土屋委員。 

◎土 屋 範 晃 委員 

 事業費420万円につきましては、当初予算分、それ

から補正予算について措置されたものがあるかと思い

ます。それぞれの金額について教えていただきたいと

思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 農林課長。 

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君） 

 お答えいたします。令和４年度の負担金については、

当初分と補正分がございますけれども、当初予算につ

きましては300万円、補正分は事業を前倒しで実施す

るため、県のほうで補正予算を確保したということで、

県の補正に合わせまして、本年３月に120万円を増額

補正させていただいたものでございます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 土屋委員。 

◎土 屋 範 晃 委員 

 ではこちらの財源内訳についてお伺いいたします。

財源内訳68ページには、地方債が280万円、一般財源

が140万円となっております。このうちの地方債につ

きましては、当初予算の際に充当されていたものかと

思います。補正予算について措置されました120万円

分につきまして、こちらについては、交付税措置のあ

る国の補正予算債、あるいは公共事業等債など、地方

債を充当することはできなかったものでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（菅 野 智 也 君） 

 お答えいたします。峯岸堰改修事業についてですけ

れども、先ほど農林課長から負担割合、市の負担割合

が15％というふうにございましたが、こちら地方債を

充当するに当たりましては、土地改良事業における地

方公共団体の負担割合の指針、いわゆるガイドライン

と言われるものですけれども、このガイドラインに基

づきまして、充当する率のほうが定まっております。

峯岸堰改修事業については、その割合が10％というふ

うにされておりまして、総事業費420万円の15分の10

ですので、３分の２になりますけれども、３分の２の

280万円を充当したということになります。 

 なお予算措置につきましては、当初で300万円とし

ておりましたが、３月に当初分と補正分を調整して、

280万円というふうにさせていただいたところです。

以上でございます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 土屋委員。 

◎土 屋 範 晃 委員 

 次の事業に移ります。続きまして次、実績報告書の



97ページ、８款５項１目、住宅リフォーム支援事業で

あります。こちらの232件の事業実績につきまして、

市内業者、市外業者別の申請件数、補助対象工事費、

補助金額についてお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 市内業者、市外業者別の申請件数、対象工事補助金

額についてでございますけれども、市内業者の件数は

199件、補助対象工事費が２億7,982万円、補助金額は

3,891万円となっております。 

 市外業者の件数でございますけれども、31件、対象

工事費が3,934万円、補助金額が444万円となっており

ます。市内業者と市外業者を併用した件数もございま

して、そちらが２件でございます。工事費が74万円、

補助金の額が25万円となっております。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 土屋委員。 

◎土 屋 範 晃 委員 

 この住宅リフォーム支援事業の要綱であります、尾

花沢市住宅リフォーム支援事業費補助金交付要綱にお

ける事業の目的としまして、既存住宅の居住環境の質

の向上及び、住宅投資の波及効果による経済の活性化

を図るとともに、人口減少対策と融合した住まいづく

りの推進を目的とすると定められております。令和４

年度の実績を踏まえた上で、事業要綱の目的の１つで

ある、経済の活性化の視点における事業の取り組み内

容と評価についてお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 経済の活性化の視点に立っての取り組み内容と評価

でございますけれども、こちら23年度から始まりまし

た住宅リフォーム制度につきましても、市民のほうに

定着しまして、利用者も年間230件程度で推移してき

ております。令和３年度からは、さらに県補助の上乗

せ分の要件のほうも緩和されまして、さらに利用しや

すい制度となってございます。 

 令和４年度の市内業者が行った工事費が２億7,982

万円、市外業者が3,934万円ということでなってござ

いまして、住宅投資の波及効果によりまして市内経済

の活性化が図られているというふうに感じております。

以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 土屋委員。 

◎土 屋 範 晃 委員 

 こちらの財源内訳につきまして、地方債の充当が

2,980万円となっております。こちらの地方債につき

ましては、過疎対策事業債のソフト事業分かと思いま

すが、間違いないでしょうか？ 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（菅 野 智 也 君） 

 それで結構です。はい。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 土屋委員。 

◎土 屋 範 晃 委員 

 ただ今ご回答いただきましたとおり、実績について

非常に市内業者の件数、金額が多く、市内業者の方の

企業努力もあることと思いますが、制度設計に大変優

れた事業であるのではないかと思います。財源につき

ましても、県の補助金が1,364万4,000円、過疎債のソ

フト事業分で2,980万円ということで、後年度の交付

税算入額を考慮しますと、約4,380万円の事業費のう

ち、実質的な市の持ち出し額が930万円程度にとどま

ることになるかと思います。尾花沢市の外から獲得し

た財源を、市内経済の活性化に有効に活用できている

事業であると思います。 

 次の事業に移ります。続きまして、実績報告書の99

ページであります。８款５項２目、事業名、不良住宅

除却促進事業であります。事業の申請状況、補助対象

経費の相場、要綱に定める不良住宅の要件である評点

100以下となり、対象外となった件数についてお伺い

いたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 申請状況についてでございます。補助対象経費の相

場でございますけれども、面積によって変わりますけ

れども、おおむね140万円から270万円の中での解体工

事となってございます。平均単価と平均の平米単価と

いたしまして１万2,000円程度となっております。評

点以下となりまして、対象外となった件数につきまし

ては８件となっております。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 土屋委員。 

◎土 屋 範 晃 委員 

 事業要綱の第６条に補助金額の積算についてござい

ますが、補助金の額は、補助対象経費の額に10分の８

を乗じて得た額とし、100万円を上限とするとされて



おりまして、補助金額の上限から割り返しますと、経

費が125万円以上の時に満額補助となるようです。平

成30年の住宅土地統計調査によりますと、山形県の１

住宅当たりの延べ床面積が135.18㎡ということで、ま

た持ち家一戸建ての面積の場合は162.35㎡となってお

ります。今ご回答いただきました１㎡当たりの経費、

１万2,000円程度ということで、相場からしますと、

ほとんどの場合で、補助金額が上限額となることが考

えられまして、大変手厚い補助になっていると思いま

す。不良住宅の要件を満たさずに、対象外となった件

数が８件あるとご回答いただきました。近隣に配慮し

て、空き家を適正に管理している所有者の方が、除却

に関する補助を受けることができず、管理に手間をか

けたために、かえって損をしかねないという懸念があ

ったかと思います。このことについて、どのように配

慮して対応されたでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 近隣に配慮し空き家を適正に管理している所有者が、

かえって損をしかねないということでの懸念について

でございます。近年、空き家の増加は市の喫緊の課題

となっておりますことから、所有者が解体をするとい

う意思を示した時イコール解体の資金があるというこ

とで、その資金があるうちに、ぜひ解体を行っていた

だきたいということで、周囲への被害を未然に防止し、

安心して暮らしていけるまちづくりに寄与するものと

考えております。 

 平成４年度までにつきましては、不良の基準点100

点を超えなければ補助対象にならないということで、

解体することをやめてしまって、結果的に危険な状況

の空き家になってしまうということも、考えられたと

ころでございますが、解体の意思があるうちに、補助

の金額が少なくなってしまいますけれども、解体して

いただきたいということで、今年度から単独事業にな

りますけれども、老朽空き家除却促進事業を実施して

いるところでございますので、こういった解体の意思

がある方を取りこぼさないよう、事業の周知について

も、今以上に実施していきたいというふうに考えてお

ります。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 土屋委員。 

◎土 屋 範 晃 委員 

 次の事業に移りたいと思います。続きまして、今度

決算書になります。決算書の歳入科目でいうところの

57ページ、15款２項５目、住宅費補助金に関する社会

資本整備総合交付金、歳出につきましては決算書の

169ページ、８款５項２目にかかる事業であります。

令和４年度の当初予算書118ページに記載のありまし

た、木造住宅耐震診断士派遣業務委託料、木造住宅耐

震改修工事補助金につきまして、決算書の169ページ

に記載がないことから、令和４年度につきましては実

績がなかったことかと思います。木造住宅耐震診断士

派遣事業及び、木造住宅耐震改修工事補助金の、令和

４年度と過去の実績についてお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 まず４年度につきましては、委員仰りますように、

実績のほうはゼロとなってございます。過去の実績で

ございますけれども、過去10年間で診断者派遣事業が

５件、改修工事が２件となっております。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 土屋委員。 

◎土 屋 範 晃 委員 

 この事業にかかる財源として、社会資本整備総合交

付金、決算書の57ページにかかるところであると思い

ますが、この国庫補助金につきまして、今回実績がな

かったということで、交付決定を受けた分につきまし

て、ほかの事業への流用を行うことはできたでしょう

か。お伺いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 財源といたしまして、交付決定を受けた国庫補助金

のほかの事業への流用状況についてでございますけれ

ども、社会資本整備総合交付金につきましては、さま

ざまな事業で活用されているところでありますけれど

も、こちらの住宅局所管である事業でございまして、

こちらの交付決定額が余ったとしても、例えば道路局

のほうの所管の事業の、流雪溝などへの事業への流用

は不可能となってございますので、事業を実施しなか

った年につきましては、不用額として報告させていた

だいております。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 土屋委員。 

◎土 屋 範 晃 委員 

 実績のない事業が決算書上に現れてこないというこ

とで、こういったところに見直すべき事業を探る手が

かりがあるのではないかと思っております。耐震診断



士派遣事業、耐震改修工事補助金につきましては、事

業開始から10年が経過しているかと思います。開始年

度、平成25年度でお間違いないでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 こちらあの大震災後の平成25年からの事業となって

おります。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 土屋委員。 

◎土 屋 範 晃 委員 

 開始から10年が経過しているということもございま

して、おおよその役割を果たしてきたものと考えてお

ります。また財源となる国庫補助金の申請につきまし

ては、担当される職員の方で、それなりの労力をされ

ているわけであります。せっかく国から交付決定を受

けても、実績がなければ、ほか事業に流用できず、返

さざるを得ないといった状況ということであります。

事業の相談、事業が存続している限りは、そういった

相談にいつでも対応できるように、制度を覚えて、準

備しておくことが、職員の方、それから実際に耐震診

断の業務を委託を受ける診断士の方にも、負担になっ

ているのではないかなと考えております。 

 また事業要綱につきましても、効力が１年間となっ

ております。関係法令の改正などに気を配りながら、

毎年更新する事務をされているのかと思っております。

これまでのご回答いただいた実績から読み取る市民の

ニーズと、歳出はなくても、職員の労力を投入してい

るということで、コストの点を踏まえて、この事業に

対してどのように評価されているか。また、今後の展

望についてお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 こちらの事業につきましては、これまで震災の影響

で倒壊した建物の写真のパネル展示展などを実施しな

がら、耐震事業の重要性を訴えながら啓発のほうを行

ってきたところでございますけれども、なかなか事業

の実績として、結び付いてきていないところもあるの

かなというふうに感じているところでございます。 

 耐震化事業につきましては、現在実施しております

住宅リフォームの事業のほうで取り込んでいける部分

がございます。ですので、今後住宅リフォーム事業へ

の統合なども含めて検討していきたいというふうに思

います。 

 ただあの木造住宅の耐震診断士の派遣事業につきま

しては、今は出てきてないんですけれども、今後も出

てくる可能性もございますので、こちらの事業は継続

してまいりたいというふうに考えております。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 土屋委員。 

◎土 屋 範 晃 委員 

 予算もそうですが、職員の労力というのも限られた

ものであります。限られた予算と労力を使って、なる

べく力を入れるべき事業に力が入るような方向で考え

ていっていただきたいと思います。私からの質疑は以

上であります。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 伊藤浩委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 それでは私のほうから質疑をさせていただきます。

まず決算書、総括表１ページ、２ページにございます

一般会計の部分で、予算現額に対しまして歳入決算額

の割合が99.9％。また、歳出決算額の割合が94.6％と、

いずれも昨年度よりアップしております。この背景を

どう捉えていらっしゃるか、まずお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 財政課長。 

◎財政課長（菅 野 智 也 君） 

 予算現額に占める決算額の割合についてですけれど

も、平成29年度から過去５年間の状況、ちょっと確認

してみたところですけれども、歳入歳出いずれについ

ても、一番高いような割合となっておりました。その

背景についてですけれども、令和３年度については、

堆肥センターリニューアル事業など、大規模な繰越事

業があったというのも１つの要因ではありますが、総

じて申し上げますと、各課による予算の適正管理、こ

の積み重ねだというふうに思っております。 

 財政課におきましては、各課に対しまして、常日頃

から適正な予算管理のほうをお願いしているわけです

けれども、例えば昨年の５月の課長会においては、計

画的な予算執行についてお願いしておりますし、１月

の課長会の際には３月補正を踏まえまして、完了した

事業についての適正な減額ですね、そういったことを

お願いしております。そういったことが成果として、

歳出の割合のほうに出ているのかなと思っております。 

 また歳入につきましても、調定額、あるいは決算見

込みに基づいて、きちんと補正をしていただいたと。

そういった地道な取り組みの積み重ねだなというふう

に捉えております。以上です。 



◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 昨年度のこの特別委員会の中で、質疑をさせていた

だいているわけなんでございますけれども、昨年度が

歳出で91.5％、歳入は98.1％あったんでございますけ

れども、私は予算執行率という言葉を使わせていただ

きました。今年度のいわゆる翌年度繰越額、不用額

4.2％ございましたので、これを含めると、歳出のほ

うも95.8％と、前年比でかなり高いレベルになりまし

た。今、ご答弁ありましたように、やっぱりこれは各

課の、本当にこの予算そのものを精査していただいた。

これの積み重ねの努力かなというふうに私も思ったと

ころでございます。昨年、質疑させていただいいた時

にですね、91.5％の歳出率、どう考えますかというふ

うな質疑をさせていただいているんですが、ほかの自

治体とだいたい同じレベルにあるんだというご答弁が

ございました。やはり、今回のこの実績を踏まえてで

すね、やっぱり背景をきちんと捉えて、こういう結果

が出ているわけでございますので、ぜひ今後とも、さ

らに執行率をアップできるように、各位のご努力をお

願いしたいというふうに思います。 

 次に市税の不納欠損額でございます。決算書、歳入

３ページ、４ページにございます。令和４年度の欠損

額が641万7,000円、昨年度とほぼ同額のレベルでござ

います。この状況をどう捉えていらっしゃるか。お伺

いしたいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（永 沢 八重子 君） 

 令和４年度の不納欠損額と未収入額についてでござ

いますが、昨年度と、前年度と比較しますと、だいた

い同程度の決算額ということで、その背景でございま

すが、不納欠損は、地方税法の規定に基づきまして、

担税能力がないと判断された方に対する滞納処分の執

行停止や、時効の完成によりまして、徴収権の消滅に

よるものでございます。そのため背景ということは、

さまざまございまして、これといってなかなか特筆す

べき背景を見出すことはちょっとできませんでした。 

 収入未済額については、固定資産税の割合が大きく

なっているということがありまして、ほかの税目より

調定額が大きいということもあって、所得に関係なく

所有者に課税されるため、負担感が大きくて未納にな

ってしまうケースがあるようでありました。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 令和２年度から令和３年度の率を見ると、約44％欠

損額が減っておりました。今年度がほぼ同額。令和３

年が643万2,000円、令和４年、641万7,000円と、こち

らのほうもですね、やはりこのぐらいが普通なんだと

いうふうなやっぱり感覚に捉われないで、やっぱり欠

損額を少しずつ減らしていかなければいけないという

ふうな、やっぱり背景、なかなか難しいというお話で

ございましたけれども、納税相談員の方も毎日、頑張

って欠損額を減らす努力をされているわけでございま

すけれども、ぜひこれで当たり前というふうな感覚で

なく、やっぱり少しずつ改善していくんだというふう

な考え方を持って進めていただきたいというふうに思

います。 

 次に実績報告書17ページにございます、２款１項12

目、防災行政無線整備事業について、まず、今回ござ

いました、電話応答装置購入事業、490万6,000円でご

ざいます。これの概要と利用状況についてお伺いをい

たします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。概要につきましては、電話応答

装置は、防災行政無線からの放送が聞きにくい方や、

聞き逃した方の対策として整備しているものでござい

ます。災害時における避難指示といった緊急情報を、

住民に対し、迅速かつ確実に伝達するものでございま

す。各家庭にはシール、マグネットなどの配付、公式

ホームページ、そして４月市報、またハザードマップ

に掲載して広報に努めてございます。 

 また活用状況ですが、更新した電話応答装置、４月

からのログイン履歴になりますけれども、８月までの

５ヵ月間、約400件、月80件の活用状況でございます。

以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 利用件数が400件ということでございます。私自身

は使ったことがございませんが、やっぱり一方通行の

情報を伝達するというふうな部分だけでございますか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 一方通行の放送ということで、１週間分の放送を1



週間分まとめて聞けるという形で電話のほう、応答装

置のほう設置してございます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 想像以上に利用件数があるということかと思います。

今年度も継続しているわけでございますので、ぜひ利

用率が向上できることを願っております。 

 次に戸別受信機の貸与状況、昨日あの髙橋議員の一

般質問の中で、今トータル205台というお話ございま

したので、令和４年度が38件の実績ということでござ

いますが、この戸別貸与の受信機につきまして、何か

市民の皆様から、ご意見とかご希望とか、そういう声

はありましたでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。令和４年度の設置件数は38件と

いうことで、災害危険エリアということで38件したと

ころでございます。こちらのほうはやはり放送が聞き

にくい等々ありまして、応募があったところでござい

ます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 この問題もですね、昨年お聞きしておりました。髙

橋議員の質問にもあったんですが、その全世帯に戸別

受信機を貸与してはどうかという提案をさせていただ

きました。担当課長からは、なかなか現実的ではない

のではないかというような、ご答弁もいただいた記憶

がございます。つい最近なんですけれども、ラジオの

ニュースで、防災ラジオというニュースがございまし

た。ちょっと聞いてみましたら、これ東京都の港区の

事業だったんですけれども、やはり緊急防災無線、こ

れを傍受できる機能も含めた防災ラジオを、希望者に

配付するというような内容でございました。やはり今

ありましたように、なかなか今の戸別貸与の受信機も

ちょっと音が聞きにくい時があるという声も、私も伺

っております。なおかつ、この単価、確か９万円ぐら

いでした。無線受信装置も含めると、そのぐらいの経

費も発生するというふうなことで、可能であれば、こ

の防災ラジオというふうな考え方、これを導入して戸

別受信機の代用にできるんではないかなというふうに

思いましたが、その辺いかがでしょう。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。防災ラジオは災害時に必要な情

報を流す特別なチャンネルを受信できまして、災害時

における情報収集や、避難行動のサポートをする重要

な防災グッズの１つであるということは、認識してい

るところでございます。戸別受信機の代用ができない

かということでの、防災ラジオについて調べましたと

ころ、まずコミュニティＦＭ、いわゆる自局の放送局

を持っていることが条件のようでございました。県内

では長井市が平成26年にコミュニティＦＭが開局しま

して、そして長井市防災ラジオを無償貸与したという

ところがありました。 

 現時点はこの一市での防災ラジオの取り組みですの

で、他市町の取り組みなどを研究してまいりたいと考

えております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 私もいろいろ調べてみたんですけれども、やっぱり

今のお話ありました長井市がやっていると。ほかのと

ころを見てもですね、例えば岐阜県の池田町、こちら

のほうは2020年に事業を実施しております。そして、

いわゆるこの財源をですね、 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 伊藤議員に申し上げます。ただ今の発言は議案に関

係ないと認めますので、発言に注意していただきます

ようお願いいたします。 

◎伊 藤   浩 委員 

 ちょっと委員長もう１回お願いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 今ちょっと議案と少しずれているかなと思いますの

で。 

◎伊 藤   浩 委員 

 防災のラジオの支給ということで通告しています。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災無線についてお願いしたいと思います。 

◎伊 藤   浩 委員 

 この防災無線をラジオで傍受できるんです。という

ような関連性から申し上げています。はい、じゃあ続

けます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 暫時休憩いたします。 

 

 



              休 憩 午前10時38分  

              再 開 午前10時39分  

 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 再開いたします。伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 なるべくその防災無線をですね、明確に傍受できる

手段ということで一例を挙げさせていただいたわけで

ございます。ぜひ前向きなご検討、お願いしたいと思

います。費用的にも、防災戸別受信機よりはですね、

かなり安価にできるかというふうに思いますので、ご

検討をお願いしたいと思います。 

 次、実績報告書18ページでございます。２款１項12

目、避難所機能強化等推進事業についてお伺いをいた

します。今指定避難所40ヵ所かと思いますけれども、

この40ヵ所の中でですね、全ての備蓄品が配置されて

いる避難所というのは、何ヵ所ございますでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。アルファ米、飲料水、そして毛

布の３点が揃っている指定避難所は８ヵ所でございま

す。サルナート、福原地区公民館、宮沢地区公民館、

玉野地区公民館、常盤地区公民館、上柳増進施設、毒

沢し尿処理場、そして市役所となってございます。以

上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 ８ヵ所ということでございますけれども、そのほか

の避難所でですね、この今３点ございましたが、これ

を常時配備できないという背景で、一番大きい理由は

何なのでしょう。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 指定避難所での備蓄倉庫の、一番の要因ですけれど

も、備蓄倉庫の倉庫の面積等が足りないということで、

まずあの分散備蓄という形で、今の８ヵ所に備蓄して

いるところです。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 やはりですね、基本的には全ての一時避難所に常備

品があるというのが、理想的な考え方なのではないか

なというふうに思います。私の住んでいる地区と宮城

県の福住町、2010年に災害時の相互協力協定を締結し

て、今交流しているんですが、防災訓練等、何回か地

域で実施をしてですね、いろんなお話を伺いました。

やはり避難所の役割といいますか、定義というのは、

災害が発生してから３日間生活できることという定義

でございました。もし、避難しなければいけない状況

が出てきた時に、やっぱり最悪の事態を考えれば、ラ

イフラインの寸断というようなことも、当然考えられ

るわけでございますけれども、それぞれ独立した機能

を持たせなければいけないんではないかなというふう

な考え方でございます。ぜひほかの指定避難所につき

ましても、この常備品をいつも配置されているという

ふうな状況に、ぜひ進めていただきたいというふうに

思います。 

 あと指定避難所のほかに、一時避難所というふうな

ことで、58ヵ所でございますか、今、あるわけでござ

いますけれども、防災情報ガイドの資料を見ますと、

この中でですね、いわゆる固定電話が設置されている

のが13施設というふうに説明ございました。やはり先

ほどちょっと触れたんですが、ぜひこういうことも考

えて、持ち運びのできる防災ラジオの活用というふう

なことも考えなければいけないんではないかなという

ふうに思います。 

 また、一時避難所の考え方としては、指定避難所ま

で集団で避難するために、一時的に集まる場所という

ことになるわけでございますが、もし、一時避難所か

らですね、指定避難所までの移動ができなくなったと

いうふうな想定も必要なんではないかというふうに思

います。特にその指定避難所から、遠い一時避難所に

ついては、こちらのほうも、水とかカンパン、あとの

備品を配置しなければいけないんではないかなという

ふうに思いますが、いかがでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。本市には一時避難所は58ヵ所ご

ざいまして、委員仰せのとおり地域住民が一時的に避

難する施設でございます。一時避難所も十分重要な避

難施設ということは認識しているところでございます。

今後あの自主防災、リーダー研修会、また防災出前講

座などを通しまして、積極的に地区からのご意見をい

ただきながら、前向きに考えていきたいなと考えてい

るところです。 

 また、自主防災組織資機材購入事業補助金、こちら



もありますので、こちらの活用を自主防災会長のほう

に伝えてまいりたいと考えております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 伊藤委員。 

◎伊 藤   浩 委員 

 やっぱり災害、いつ起きるか分からない。近年の日

本全体の状況を見ておりますと、やはりつい最近も大

きな災害が出てまいりました。なかなかそういう想定

をした上での政策を進めるというのは、非常に難しい

部分もあると思いますが、やっぱり万が一というふう

な考え方でですね、今後とも、前向きないわゆる避難

所整備ということをお願いしたいというふうに思いま

す。以上で私の質疑を終わります。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 それでは私のほうからも、何点か総括質疑をさせて

いただきたいと思っております。最初に私のほうは、

全て実績報告書のページで申し上げますので、よろし

くお願いいたします。 

 実績報告書の41ページの下段、高齢者社会参加促進

事業、その中でも高齢者おもいやりタクシー、おおよ

そ1,000万円弱の予算が執行されておりますけれども、

交付枚数、使用枚数、３年間の私、実績を調べさせて

いただきました。交付枚数については、令和２年度が

４万6,116枚、令和３年度が３万5,544枚で、４年度が

３万1,680万円です。使用枚数については、令和２年

度が２万8,078件、８枚、令和３年度が２万3,463件、

令和４年が２万580枚ということで、非常に今ご高齢

者の足を、交通手段ということで、大変重要な事業で

ございます。そこでですね、交付枚数、使用枚数が減

少傾向にあるということについては、どのように捉え

ておられるのか、お伺いをいたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 お答えいたします。今、青野委員のほうからは過去

３年間の実績のほうあったと思いましたけれども、コ

ロナ対策として追加交付した年もございます。しかし

ながら、利用率は例年６割半ばで推移しているものと

思っております。個人に対しての交付であるため、扶

養者である家族の支援がある場合も大いにあることか

ら、利用しない場合もあるなというふうに担当課とし

ては捉えております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 使用率については60％台ということで、あまり変わ

らないんです。ただ私は、いわゆる使用者枚数が減少

傾向にあると。この今使用済枚数を、その12枚、24枚、

36枚、48枚ですか、そういうふうな距離によって交付

をしている、このことと、関連があるんじゃないかな

という、ちょっと私なりの考えなんですけれども。や

はり48枚の交付のところについては、１回片道で

3,000円から4,000円というふうな、往復をすると１万

円近くになるという遠距離の交付枚数のところが、交

付をされてもなかなか実際には使えない、なかなか使

いきれないというような思いがあって、私のこれ予測

でありますけれども、こういったいわゆる枚数の部署

部署によって、その使用率というのは把握をされてい

ますか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 昨年度はちょっと把握はしてないんですけれども、

今年度、８月末までの部分について、各地区ごと集計

いたしました。それを踏まえますと、各地区とも、だ

いたい同じぐらい。実はそうだったんです。８月まで

ですので、今のところは30数％なんですけれども、一

番高いところで宮沢地区、一番低いところが玉野地区

ですか、というふうに今、８月末まではそうなってい

るんですけれども、ほとんど同じ30％半ばで推移して

るようでございました。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 今、おばくるの拡大も含めて、高齢者の足の確保と

いうのが非常に充実をしてきているなと。手厚くなっ

てきているなと思っております。ただ私今、福祉課長

のほうからも説明あったんですが、その使用率という

問題について、その距離のやっぱり分析を一度やって

いただきたいなと。やはり、尾花沢の基本料金で乗れ

るような地域と、やはり毒沢やあるいは市野々のよう

な交付枚数は多いんですけれども、やっぱりその利用

勝手がどうなのかということも含めて、今後検討する

ためには、ぜひそういった分析も含めながら、対応い

ただきたいなというふうにご要望申し上げたいと思い

ます。 

 次に45ページ、中段の病児・病後児保育事業につい

てお伺いをいたします。これもですね、実績報告書の



50ページのほうに、⑤ということで、病後児、病後児

施設利用状況というものが掲載をされております。令

和４年度の実績は利用者２人、利用延べ人数10日であ

りました。ちなみに、令和３年度は９名の利用があっ

て、延べ日数で19日間であります。令和２年度は４名

の利用者で、11名の延べ日数の使用でありました。令

和４年度も462万4,000円という大きな支出がされてお

ります。このことについてはですね、病児・病後児し

なきゃならないという、政策として展開したわけです

が、この利用率と、やっぱり支出ということを考えま

すと、見直す必要があるんじゃないかなというふうに

ちょっと思われるんですが、福祉課長のご見解をお願

いいたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 確かに利用率については、低いというふうに数字的

には思っておりますけれども、この病児・病後児福祉

施設でありますけれども、旧尾花沢幼稚園の園舎を改

築して、令和２年の７月27日にオープンしたものでご

ざいます。子どもがですね、病気や病気の時や回復期

に、どうしても仕事を休めない保護者に代わり、安全

で安心な保育の受け皿として開設したわけでございま

すけれども、この施設につきましては、市保連ですか

ね、いわゆる１つの尾花沢市保育施設保護者会連絡協

議会からの要望や、市議会からのご意見を踏まえまし

て、第２期子ども子育て支援事業計画策定時に実施し

たアンケートの中からも、かなりの要望があったため、

子育て世帯の高いニーズに応える形で設置をした次第

でございいます。広域的な考え方もあるかと思います

けれども、やはり、こちらのほうは市内に施設がある

ことによる安心感もありますので、そこら辺は今年度

の第３期子ども子育て支援事業計画の中でも十分に検

証、検討してまいりたいなとこのように思っておりま

す。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 この制度ですけれども、令和３年の４月から、山形

連携中枢都市圏の連携事業ということで、今、７市７

町の、それぞれやられている病児・病後児保育施設の

いずれをも、使えることができるというふうなことで、

広域的な利用ができるようになったというふうに聞い

ております。この連携、中枢都市圏のその事業で、尾

花沢市の先ほど申し上げました実績に対して、他市町

村から来られているようなケースがあるのかどうか。

あるいはほかの尾花沢の方が、ほかの市町村のこの施

設を利用しているということがあるのかどうか。分か

ればお知らせをいただきたいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 実績としましては、昨年度でありますけれども、尾

花沢市の方が他市のそういう病児・病後児保育施設の

ほうを利用した方もいらっしゃいます。10名ほどいら

っしゃいます。他市の方が尾花沢市の「なないろ」で

すか、そちらのほうを利用した方はございませんでし

た。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 村山市に羽根田医院の隣にベテスダの家という病

児・病後児保育施設、歴史のある施設であります。う

ちの孫たちもお世話になっている。小児科の先生がい

らっしゃるということで、この広域連携のことだけで

はないんですが、前年度200名ぐらいの利用があると。

そして今年は180名ぐらい、既に前年の実績に迫るよ

うな形でのその利用率があって、例えば尾花沢市から

お願いをするというふうになった場合、どうなんでし

ょうかというふうな話を私してみたら、今のところ尾

花沢から来られた方は、この尾花沢の病児・病後児施

設ができる前はおったそうですけれども、あまり来て

いないと。でも、こういう制度ができた以上は、どな

たが来ても、私のほうでは受け入れをさせていただき

たいという話がありました。おそらくその病児・病後

児保育施設というその環境とか、あるいは医師の状況

とか、やっぱり保護者の皆さんからすれば、そういう

いうところも選択肢になってくるのかなというふうに

私は思います。したがいまして、このような利用実績

であります。先ほど、今後検討していきたいというよ

うな回答がございました。ぜひですね、これは福祉課

ということにとどまらず、財政効果なども含めながら、

あるいは市民の、その設立した経過もありますので、

そういうご意見も伺いながら、やはりこういう新たな

制度ができたということでありますので、その制度の

周知も含めて、ぜひご検討いただきたいなというふう

に思っております。 

 次に65ページ、中段の就農移住者支援事業について、

ご質疑をさせていただきます。この実績を見ますと、

非常に尾花沢、なかなか定住、移住政策が、さまざま



な形である中で、私はこの制度が一番尾花沢に移住を

していただく、すばらしい制度だなというふうに思っ

ております。これまで、今年度の、令和４年度の実績

があるんですが、これまでですね、この就農というこ

とで、尾花沢に移住をされた方は何名ぐらいいらっし

ゃいますか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 農林課長。 

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君） 

 お答えいたします。私も青野議員と同じ考えであり

まして、市の人口減少対策、移住対策にとって、この

事業が最も重要な制度だなというふうに考えていると

ころでございます。この事業は平成29年度から実施し

ておりまして、これまで21組、24名、うち夫婦３名が

就農移住者支援事業を活用し、本市に移住いたしまし

て、独立して就農を始めているという状況でございま

す。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 これまで21組の24名と。この制度で利用されたんだ

けれども、お帰りになったという方はいらっしゃいま

すか。このほかにですね。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 農林課長。 

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君） 

 これまで24名の方が移住し、就農していただきまし

たけれども、帰った方は１人もおりません。定住率

100％でございますので、本当に受け入れしていただ

いた農家の皆さんのご協力、ご尽力に対しまして、本

当に感謝を申し上げたいなというふうに思っていると

ころでございます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 農林課長の答弁もございましたけれども、尾花沢で

さまざまな移住、定住政策をやっておられます。これ

も、全て市の政策としては、良い政策をやっておられ

るのかなと思いますけれど、今言った100％、来た方

が帰らないで、尾花沢の、しかも担い手の不足をして

いる農業を従事をしていただいている。しかも、皆さ

ん若い方々が来ていらっしゃる。私も農林課長と同じ

ように、この制度ってやっぱりもっともっと尾花沢市

の定住政策として、前面に出すべきなんじゃないかな

というふうに思っております。ところが、昨日星川委

員からも、ちょっとホームページのあり方について質

疑がありました。私も実はこの農業の担い手の支援を

する制度にたどり着くために、ずっとクリックをして

いったんですが、おそらく、市外の方、たどり着かな

いと思います。着けないと思います。定住、移住とい

う画面が最初にあって、そこをクリックをすると、な

んかおばね何とかという、ビデオプロモーションみた

いなものが流れてきまして、そこをずっと見ていって

も、この制度には行き当たらないんです。尾花沢良い

ところだよというのはあるんですが。やはり私はこの

制度というものを、やっぱりホームページのリニュー

アルってすごく私も思いました。やっぱりそこにバチ

ッと入って、尾花沢でこんなことやっているんだとい

うふうなことを前面に出せるような、やっぱり形が必

要なのかなというふうに思っております。 

 ふるさと回帰センターというところがございまして、

ここではそういった移住の47都道府県の窓口があって、

そしてそこでご紹介をしている、さまざまなその定住

についてのご紹介している、そういうセンターがある

んですが、私も実際にちょっとお邪魔をしてお話をし

ました。これは全体の相談員といいますか、指導員の

方でした。私この話をしたら、「いや、こんな制度、

全国でもない。ところで冬の働くところはあるんです

か。」と聞かれましたら、「いや、あり余るくらいある

と。除雪をする人いなくて困っていると。いや、やっ

ぱり仕事があるということは、やっぱり尾花沢って良

いですねと。」ただそういった紹介するパンフレット

がまた備え付けがないということで、その指導員さん

が言っていただいた、その尾花沢の制度、こんなすば

らしい制度がないというその裏側にですね、やっぱり

尾花沢のこのＰＲ、いわゆるそういう制度を発信をす

るというところが、ちょっと弱いのかなというところ

がありました。農林課長にも持ち帰ってきてお話をし

たんですが、回帰センターへ市長も一緒に行かれたと

聞いておりますけれども。私も、ちょっと話をされて、

行政側からもぜひしていただきたいという話があった

ようですけれども、いかがでしたか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 市長。 

◎市 長（結 城   裕 君） 

 ただ今、回帰センターのお話になりましたので、一

言ちょっとご説明させていただきます。トップセール

ス、この夏にですね、東京に、市場のほうに伺った際

に、時間を見つけまして、伺ってまいりました。理事

長ですか、のほうにお話し申し上げてですね、尾花沢



市のＰＲ、この移住の実績も含めて話をしてまいりま

した。非常にすばらしいと、まさに今議員が仰ったよ

うにですね、取り組みいろいろあると。たまたまこれ

は移住、農業の話ではありますが、それ以外にもです

ね、尾花沢市が誇れるものたくさんあるというような

お話をしてですね、ぜひ尾花沢のほうに来ていただけ

るように、センターのほうでもＰＲしていただきたい

というのと合わせて、今週末ですか、17、今月ですね

17、今週末だと思います。回帰センターで、そういう

催しがあるということで、今般、参加してさせていた

だくというようなことで、ますますこのＰＲをですね、

加速してまいりたいというふうに思っているところで

あります。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 足を運んでいただいたということでございます。先

ほど申し上げたように、このこれをきちんと全国に発

信をする、全国の皆さんにＰＲをするという機会がな

かなかない。私は銀山温泉のパンフレット、すばらし

いもの作っております。これも大事なんです。でも、

この先ほど市長が言ったように、全国でもないような

制度を持っている尾花沢のその就農支援事業について、

私はそれぐらいのお金をかけてでも、やっぱり全国か

ら集まってくるような、やっぱりそういうふうな広報

の仕方、あるいは、ホームページのあり方についても、

ぜひご検討いただいて、パンフレットについても、さ

らに分かりやすい、魅力あるようなパンフレットぜひ

作っていただきたいというふうにお願いを申し上げた

いと思います。 

 それでは次、70ページ中段の有害鳥獣対策事業につ

いて、質疑をさせていただきます。こちらの実績報告

書を見ますと、この補助金132万円、県費で66万円、

市費で66万円、これ半分、２分の１助成なんですね。

66万円ずつの16件と、そしてその下段の尾花沢市農作

物有害鳥獣対策費補助金121万8,000円、これ36件とご

ざいます。農林課長、この上段と下段の違いについて、

ご説明いただけますか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 農林課長。 

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君） 

 お答えいたします。上段の有害鳥獣被害軽減モデル

事業費補助金については、電気柵の設置に対しまして、

県が４分の１、同調支援といたしまして市が４分の１、

合わせて２分の１の補助を行っておりまして、令和４

年度につきましては16件に対して事業を行ったところ

であります。 

 また下段の、尾花沢市農作物有害鳥獣対策事業費補

助金につきましては、本市独自の支援事業となってお

りまして、事業費の４分の１の助成を実施している事

業でございます。昨年度の実績といたしまして、36件

の農家の皆さんに対し助成を行ってきたところでござ

います。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 そうしますと、同じ農家の方で鳥獣被害対策として、

電気柵を張る、それに対して16件の皆さん方は、県費

も入るので半額の助成が受けられたと。さらに多い36

件については、４分の１、４分の３は自費でというこ

とで、同じ電気柵を設置する農家の皆さん方にとって

も、早く申し込まないと、なかなかこの県費の助成が

受けられないというふうなことをお聞きをしておりま

す。ところが、その鳥獣被害対策というのは、春にな

って、収穫時期を迎えると、さまざまな被害が想定を

しない場所で起きてくると。そうしますと、この36件

の方々、県費が該当しないところからもう始まってい

るんだと思うんですが、同じように、農産物を守るた

めに電気柵を設置をしているわけですけれども、市の

４分の１もこれ前ありませんでした。途中からですね、

県費のだけで終わりということじゃなくて、市費も単

独でやろうということ、本当にこれは尾花沢市の農業

政策としては、すごく良い政策だと思います。ただ、

その県費のほうも、年々少なくなってきているという、

ちょっと情報があるんですが、県費が少なくなる、し

たがってなおさら、その４分の３自己負担にしなきゃ

ならない農家の数が増えているというふうな、ちょっ

と話も聞こえてくるんですが、この辺はいかがでしょ

うか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 農林課長。 

◎農林課長（五十嵐 満 徳 君） 

 有害鳥獣対策の現状については、青野委員仰るとお

り、最近はクマ、サル以外にも、イノシシが水田の畦

畔、そして田んぼ、そば畑の中に入って、荒らしてい

くというのが最近増えておりまして、そのたびに、申

請なされる方がいらっしゃるということで、県の事業

については、期間が定まっている。そして要件も、市

の要件に対して、出荷が条件だということで、厳しい

要件となっております。ただ県の予算のほうも年々減



少しているということでありまして、毎年県の重要事

業要望にも、有害鳥獣対策の増額の要望はさせていた

だいているところでありますので、引き続き本市の有

害鳥獣の現状を県のほうに訴えて、増額要望できるよ

うにお願いしてまいりたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 今、農林課長申されましたように、やっぱり県費そ

のものが、導入当初から見ると年々、少なくなってき

ているという現実のようでございます。これは重要要

望ということで、ぜひ市長のほうからも、さらに県費

については、やっぱり尾花沢市のみならず、全県下の

課題でありますので、予算の確保については、あらた

めてお願いをしたいということと、市単独でのこの事

業、制約も緩いということでありますけれども、やは

り同じ農家、市内の農家ということを考えますと、こ

の４分の１を２分の１に補助率を上げていくとかとい

うことも含めながら、来年度の県の要望もありますの

でね、そういったところも含めながら、やはり今の実

状というふうになりますと、どうしても課題があるの

かなということがありますので、ぜひその辺も捉えな

がら、対応お願いしたいなというふうに思います。 

 次に82ページ、中段になります。徳良湖温泉施設管

理事業について、質疑をさせていただきます。これも

ですね、一番上段の指定管理制度による管理運営、こ

れは、指定管理料ということでよろしいですか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えします。徳良湖温泉の施設管理事業の中で、

上の指定管理制度により管理運営というふうな部分で、

指定管理料としまして1,493万8,000円が指定管理料に

なっております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 この指定管理料もですね、令和２年が718万円でし

た。令和３年度が1,194万円です。今年、４年度が

1,490万円と、年々その指定管理料が増えてきており

ます。指定期間は、令和２年から令和４年までの３年

間ということで、３ヵ年だったんですが、この指定管

理料が年々増えているという現状については、どのよ

うに分析をされているでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 今、青野委員のほうからは、徳良湖温泉の指定管理

料についてのご質問です。先ほど仰いましたように、

令和２年から令和４年までの３ヵ年の一括りでの指定

管理になっております。その中で、先ほどお話ありま

した令和２年度が718万1,000円、令和３年度が1,019

万4,000円で、４年度が実績報告に記載している金額

であります。こちらの増加の部分につきましては、ま

ず今回コロナ禍の状況と、あとは、近年の燃料費等物

価の高騰による増というふうなことで捉えております。

こちらのほうは、指定管理を結ぶ際に、仕様書の部分

にリスク分担ということで、指定しております。それ

らに基づいた今回増額というふうに担当課のほうでは

捉えております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 分かりました。あと一番下段のほうに新型コロナウ

イルス感染症にかかる指定管理者支援金ということで

900万円、前年度はおよそ600万円、さらに令和２年は

800万円でした。これの内容というのは、どういうも

のですか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 今ありました支援金の関係であります。こちらのほ

うは、近年のコロナの状況で、指定管理施設だけに限

ったことではございませんけれども、かなりの影響が

ありました。リスク分担におきまして、不可抗力に該

当する事案であるというようなことで、支援金という

ようなことで、支払いしている状況であります。以上

です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 この事業費は全て一般財源だというふうに、資料に

は記載をされております。今申し上げましたように、

令和２年度の指定管理料の２倍の金額が令和４年度に

は支出をされていると。そしてですね、コロナ対策と

いうことで、その内容も、詳しくは結構でございます

けれども、相当額が支払われていると。指定管理とい

う、そもそものその尾花沢市が平成18年からですか、

やり始めたその趣旨というものについてはいかがご理



解されておりますか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 いわゆる指定管理制度というようなところでありま

す。こちらのほうは、自治法が変わりまして、公の施

設についても民間のほうに指定管理できるようになっ

ております。当市のほうでも、徳良湖周辺、温泉に限

らず、指定管理制度を謳っております。まず民間の活

力を活かしたような形で運営をしていくというような

ところが主な点かと思っております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 これは市の指定管理制度の基本方針にも載っている

わけですけれども、その目的というものは、多様化す

る住民ニーズにより、効果的、効率的に対応するため、

公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サー

ビスの向上を図るとともに、経費の節減などを図るこ

ととされております。指定管理、相当数尾花沢やって

おられますけれども、今申し上げましたように、その

目的というのは、住民サービスの向上と、そして経費

の節減だというのが大きな目的のようでございます。

指定管理については、令和２年に契約を結んで、一定

のその指定管理料というのは算定をして、３年間お願

いするわけなんですけれども、先ほど言った、リスク

管理料等々の、あるいはいろんな要因があろうかと思

います。でもこの指定管理料というのは業務委託と違

って、どうぞ儲けてくださいよと。その指定管理料以

上に収益を上げてくださいよと。その収益については、

従業員の待遇改善にしたり、施設の整備に使ったり、

魅力ある施設に使ってくださいよというふうな意味で、

年度と、契約の最初に、締結をするわけですけれども、

やっぱりこういうふうにこの膨大にこの指定管理料が

上がっていく。で、一般財源だというふうになります

と、やはり、これについても少し今私が申し上げた指

定管理の趣旨からいくと、見直しが必要なのかなとい

うような、ちょっと私は思いがするんですが、商工観

光課長いかがですか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 今、青野議員のほうからは指定管理の考え方と言い

ますか、指定管理につきましては、先ほど、委員が仰

ったように、その民間の活力を入れながら、住民のサ

ービスの向上に、経費も削減しながらやっていくとい

うところが、まず基本なところであると思います。先

ほどありましたけれども、指定管理については、当然、

市のほうで一番最初に、これくらいの経費で運営して

いくというふうなことでの仕様書等を定めながら、そ

れに対して指定管理者のほうで申請をするような形に

なっているかと思います。基本的には市のほうで、や

はりこういうぐらいの経費でやっていっていく必要が

あるというふうなことで、いろいろ積算をしながら計

画をするところであります。 

 今回の指定管理の増については、やはり社会情勢の

大きな変動によるものが非常に大きいのかなと捉えて

おります。基本的な考えはありますけれども、そうい

うふうな部分については、やはり市の公の施設であり

ますので、そういう部分も考えていく必要があるのか

というふうに考えております。 

 また指定管理のほうを指定する際には、議会の議決

が必要でありますので、今までも議員の皆さんのほう

とも報告しながらやってきている部分があります。今

後も同じような形で、いろいろ議員の皆様のほうとも

お話をしながら、対応していきたいというふうに考え

ております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 ふるさと振興公社の令和４年度の決算状況ございま

すけれども、徳良湖温泉については、やはり500万円

程度の赤字決算でございました。やっぱりこれはあの、

ふるさと振興公社、株式会社でございます。市の資本

が95％ぐらいもう入っているということで、とはいえ、

やはり民間企業でございます。今、商店街のほうを見

ましても、シャッターが閉まったり、あるいは半分戸

締りをしたり、そしてまた、コロナで借りたお金を返

さなきゃならないと。非常に厳しい、商店街のみなら

ず、そういった影響が、これから出ようとしている状

況だというふうに私は思います。したがいまして、徳

良湖温泉を市の公金で支えていくということも、必要

ではありますけれども、やはり、今申し上げた、いわ

ゆる市民の皆さん方の今の、さまざまな会社、あるい

は商業のあり方を見ますと、やはり均衡を失しないよ

うなバランスの取れた、やっぱり施策というものは、

おのずと問われるんじゃないかなというふうに思いま

すので、今後ですね、そういった視点も含めながら、

ぜひ担当課でもあります総合政策課のほうとも話を持

ちながら、進めていっていただきたいなというふうに



思います。 

 次にですけれども、これちょっと市長にお伺いをし

たいんですが、実績報告報告書の46ページにですね、

家庭保育応援給付金事業というのがあります。平成29

年から、ずっとスタートをして、子育て支援のその援

助をしてきたものなんですけれども、おおよそ市費と

しては、5,000万円ぐらいの、これまで経費を投じて

支援をしてきた制度でございます。これ令和５年度を

見ましたら、廃止されておりました。これは、福祉課

になると思うんですけれども、その廃止をされたこと

については、どのような理由があったんでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 家庭保育応援給付金でございますけれども、昨今の

保育の社会情勢の変化によりですね、いわゆる１つの

男性の育休取得なり、女性はもちろんですけれども、

あと保育料の無償化、こちらのほうも社会情勢として

変化がございます。そのことで減少とはなっていない

んですけれども、保育できない方が、そういう給付金

というよりも、アンケートを取ってみますと、本町地

区というか、街中にですね、そういう子どもの遊び場

を作ってほしいとか、そういう声もございまして、そ

ちらのほうの声のほうが確かに多かったことが事実で

ございます。したがいまして、そういう保育の給付よ

りも、そちらのほうに目を向けなければならないとい

うことで、今年度のほうからは廃止になっております。

以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 私これ、すばらしいことだと思います。時代の流れ

に沿って、やっぱり必要なのか、必要でないかという

ことを見極めながら、確かに市民の皆さんから見れば、

この制度を継続していただきたいという方もおられた

と思います。でもやはり、その財源をしっかりと別の

ことに充当させながら、新たなニーズに応えていくと

いうことで、私は今回この事業を廃止をされた、おそ

らく市長の査定の中で、そういった話がされたんじゃ

ないかなと思いますけれども、やはり、その縮減をし

ていく、事業を見直すということは、非常に今大事な

時期なんじゃないかなというふうに思っております。

尾花沢市の尾花沢市行政評価実施要綱と、これ平成27

年度に整備をされたものがございます。開催されてい

ないかどうだか、あまり公表はないようですけれども、

副市長におかれましては、こういった制度をしながら、

事業の取捨選択をやっていくという方向性を、ぜひ今

後必要なのかなと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 副市長。 

◎副市長（横 沢 康 子 君） 

 青野委員にお答えいたします。今委員仰せのとおり、

事業の評価をしながら、取捨選択をしながら、次年度

に活かしていくという視点、確かに大事と思っており

ます。現状を市のほうでもですね、各課における前年

度の事業評価、そして翌年度への事業検討、そしてさ

らには総合政策課のヒアリング、財政課への共有とい

うことで、各事業のＰＤＣＡサイクル、サイクルマネ

ジメントということで事業評価を行っております。さ

らには市の政策といった大きな目線から、市の職員の

ほか、外部委員を含めました総合戦略の検証委員会と

いうことで、職員以外の評価も含めて、今やっている

事業がどういう状況にあるか評価をして、次年度の事

業を検討していくというようなサイクルで、今進んで

いるところでございます。 

 市の課題、戦略を客観的に評価して、検証といった

サイクルは実施されているものと認識しておりますの

で、今後とも市民サービスの向上につながるような事

務事業の計画と、それを限られた予算内でどのように

その予算を有効に活用して、事業化していくかという

両面を捉えて、今後とも、この仕組みの中で継続して

まいりたいと考えているところでございます。以上で

す。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 加藤前市長の言葉といたしまして、「あれもこれも

じゃなくて、あれかこれかだ。」という名言がござい

ます。私はやっぱり予算の確保も大事なんですが、事

務事業を見直すということも併せて、これやる必要が

あるんじゃないかなと。これが今回の決算審査だとい

うふうに思っております。そういった事務事業の見直

しについて、もし市長からございましたら、お聞きを

して私の質問を終わらせていただきたいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 市長。 

◎市 長（結 城   裕 君） 

 基本的な考え方は、先ほど副市長が答弁した内容と

全く同じであります。基本的に今個別案件の中で、ま



さに議員からご提案のありました内容につきまして、

一方で削減されたもの、一方で使用実績がなくても残

ってるもの、さまざまこれは状況があります。それを

やはり、この世の中の動き、そして市民の皆様の思い、

そして命に関わる、救急に関わるようなもの、そうい

うさまざまな観点で、残していかなければいけない事

業、そしてまた、先ほどのような、もう事業としては

必要ないのではないかというような、さまざまな観点

で進めた、まさに結果としての４年度の決算というこ

とであります。しっかりした、これからも事業評価を

しつつ、そういう観点で、しっかり事業を進めていき

たいというふうに考えております。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 青野委員。 

◎青 野 隆 一 委員 

 これで、今回の総括質疑を終わります。ありがとう

ございました。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 以上で市政研究会の質疑を打ち切ります。 

 次に、会派に属さない議員の質疑を行います。それ

では、鈴木清委員の質疑を許します。鈴木清委員。 

◎鈴 木   清 委員 

 私の質疑は、資料は全て実績報告書でございます。

私の質疑項目の４番と５番は、一般質問ですべきだと

考えましたので、割愛させていただきたいと思います。 

 早速１つ目から、お願いしたいと思います。104ペ

ージ、10款１項１目でございます。教育相談専門員設

置事業でございますが、相談件数が令和３年度と比べ

まして、小学校で40件から195件、５倍になっており

まして、中学校は241件から70件、３分の１になって

おりますが、どのような変化があったのか、お尋ねい

たします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 教育指導室。 

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君） 

 お答えします。この教育相談専門員設置事業は、主

な相談内容といたしまして、就学関係、不登校児童生

徒関係、家庭環境関係、学習支援の、この４部門に分

かれております。この変動につきましては、最後に申

し上げました学習支援、いわゆるスマイルホームの実

績によるものでございます。令和３年度、小学校が、

スマイルホームの利用者が誰もいなかったんですけれ

ども、令和４年度は３名おりました。その３名が延べ

153回利用していることにより、小学校が増加してい

るということになります。 

 中学校におきましては、令和３年度８名、スマイル

ホームを利用しておりましたが、令和４年度、２名に

減少しました。それにより、延べ48回というふうなこ

とで、このスマイルホームの利用者による増減という

ふうに捉えているところでございます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 鈴木清委員。 

◎鈴 木   清 委員 

 理解できました。教育相談のトータルで、件数でい

うと308件ということで、教育相談専門員１名で足り

るのかどうか、ちょっと心配になってくるんですけれ

ど、その点はいかがでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君） 

 教育相談専門員が中心となって、時間を調整しなが

ら、やりくりはしているところではございますが、そ

の下にあります不登校対策専門員や、不登校対策支援

員や、指導主事なども入りながら、連携しながら進め

ているところでございます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 鈴木清委員。 

◎鈴 木   清 委員 

 あたたかい教育相談を続けていただきたいと思いま

す。 

 次にまいります。104ページ、10款１項２目、児童

生徒適応指導教室事業ということで、先ほどもありま

したが、スマイルホームの利用者は減っていますが、

いわゆる不登校と言われる現象に対しての人数は、増

えているのか減っているのかお聞きしたいと思います。

また、不登校に対しては、スクールソーシャルワーカ

ーの協力を得る必要があると思いますが、どのように

協力を得ているか。教えていただきたいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君） 

 お答えします。不登校の人数がどのように変化して

いるかというふうなご質問でございますが、令和２年

度、不登校数21名、令和３年度23名、令和４年度17名

というふうな状況になっております。全国的にコロナ

禍もあり、不登校数が激増している状況にあって、尾

花沢市、おかげさまで何とか人数的には踏みとどまっ

ているのかなというふうに捉えているところです。た

だ、予断を許さない状況でもございますので、そのあ

たりは気を引き締めてまいりたいなというふうに思っ



ております。 

 スクールソーシャルワーカーにつきましては、福祉

の専門性を持ち合わせて、児童生徒の最善の利益を保

障するために、学校などでソーシャルワークを行う専

門職というふうなことになっております。本市では、

スクールソーシャルワーカーは配置しておりません。

これ県の事業で、令和元年度と令和２年度に配置した

ことによる、福祉課との連携の実績が財産となって、

スクールソーシャルワーカーがいなくても、福祉課と

連携しながら対応しているものというふうに捉えてい

るところでございます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 鈴木清委員。 

◎鈴 木   清 委員 

 不登校の人数は少なくなって、若干少なくなり、踏

みとどまっているという今表現がありました。それか

ら不登校対策支援員１名なんですけれども、小学校と

中学生がいるわけなので、小学校に行ったり中学校に

行ったり、こうしているわけですか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君） 

 お答えします。実態に応じてというふうな回答にな

るかと思います。昨年度、年度初めは利用者が非常に

少なかったので、中学校のほうに出向いて対応したと

いうふうなこともございましたが、年度途中からは小

学校のほうにも出向くなどして行っておりました。基

本は悠美館内にあるスマイルホームの中で行っている

ところでございます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 鈴木清委員。 

◎鈴 木   清 委員 

 不登校という表現ですけれども、それコロナ禍の中

で子どもたちも苦しんでおられる状況というのは、や

はりあるんだと思いますので、この教室を続けていた

だきたいと思います。 

 次にですけれども、105ページ、10款１項２目でご

ざいます。おもたか奨学金の基金事業、コロナ禍の中

で、１万5,000円から月１万8,000円に増額していただ

き、８名と増えておりますが、申請者は何人でしょう

か。そして、どのように基金を、基金全体では5,000

万円ありますけれども、さらにこれをどのように有効

に活用していく考えか、お尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君） 

 お答えします。この８名の内訳でございますが、こ

の令和３年度までの１万5,000円の方が３名、そして

令和４年度からの１万8,000円の方が５名、合わせて

８名というふうになっております。なお令和４年度の

この申請におきましては、８名の申請を得ております

が、そのうち基準にしたがってですね、不認定が２名、

取り下げが１名、そして５名いうふうなことで進めて

いるところでございます。 

 基金をどのように活用していくかというふうなご質

問ですが、今後も経済的な理由で、意欲あるんですけ

れどもというふうなご家庭に対して支援をしていくと

いう、これまでと同じような活用を考えているところ

でございます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 鈴木清委員。 

◎鈴 木   清 委員 

 全体で5,000万円あるので、たくさん使ってほしい

というふうな、単純な考えではいけないなというふう

に私も思っているところですが、毎年の年度末の現金

の残金を見ますと、少しずつ増えてきているなと。７

年前だと、年度末の残金が2,904万円でありましたが、

令和４年度は3,844万円で、940万円増えてきているの

で、できるだけ有効に活用していただきたいと考えて

おります。どうぞよろしくお願いします。 

 続きまして、109ページ、小学校中学校読書力向上

推進事業についてお尋ねしたいと思います。10款２項

２目と10款３項２目でございます。推進委員が、あの

小中２名に配置されておりますが、読書力向上にどん

な効果が出ていらっしゃるかお尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君） 

 お答えします。小中２名ずつ、合計４名を全小中学

校に配置しております。役割といたしましては、読書

環境の整備、読書に関する子どもたち及び教職員への

支援というふうなことになっておりますが、成果とい

たしましては、全国学力学習状況調査の読書が好きか

というふうな項目について、全国平均を上回っている

というふうな状況になっております。 

 また、尾花沢小学校さんのほうで、今年度の読書活

動優秀実践校と、文部科学大臣表彰を受けております。

これは図書委員会、子どもたちの図書委員会をうまく

活用してですね、読書活動を充実させたと。また、よ

く各学校で、たくさん本を読んだ子に多読賞というふ



うなことで、表彰しているんですけれども、多読賞の

みならず、ジャンルごとに多読賞を設けて、ジャンジ

ャンルス賞と言うんだそうですけれども、そういった

子どもたちの読書に対する意欲を喚起するような方法

を行ったということで表彰を受けております。小中学

校全体を通しても読み聞かせや、図書に関するクイズ

を放送で流したりなど、非常に充実した活動により、

読書が好きな子どもが育成されているなというふうに

捉えているところでございます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 鈴木清委員。 

◎鈴 木   清 委員 

 文部科学大臣賞、取っていらっしゃるというのは大

変驚きました。すばらしい取り組みだと思います。学

力を付けるにしても、読書が基本だと思いますので、

さらに本の好きなお子さんを育てていただきたいと思

います。本来は指導員という、推進員ではなくて司書

なのかなと、自分では学校司書をきちんと置いていた

だければ、もっと良いのではないかなと考えておりま

すが、どうでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君） 

 お答えします。学校司書につきましては、12学級未

満の学校規模の学校には置けないというか、そういう

こともございまして、本市は小規模の学校が多いもの

ですから、そういった苦しい状況の中、この読書力推

進員、非常にこう有効に活用させていただいているな

というふうに思っているところです。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 鈴木清委員。 

◎鈴 木   清 委員 

 12学級未満では置けないというのは、初めて知りま

した。大変失礼な質問でした。司書じゃなくても、指

導推進員でさらに頑張っていただきたいと思います。 

 次が、109ページ、10款２項２目、110ページ、10款

３項２目、小中学校の扶助費でございます。コロナ禍

の中、扶助費、私たちは就学援助制度と言っておりま

すけれども、その受給者は、どういう変化になってい

るか。小中何％ぐらいになっているかお尋ねしたいと

思います。 

 また、オンライン学習通信費というふうに記入して

ありますが、それはどのようなものか、お知らせくだ

さい。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君） 

 お答えします。非常にデリケートな数値になります

が、令和４年度小学校6.9％、中学校8.4％というふう

になっております。その２年ぐらい前からのパーセン

テージ見ていても、特に増減ないかなというふうに捉

えているところでございます。 

 オンライン学習通信費につきましては、１人１台タ

ブレット活用されてきまして、家庭への持ち帰りとい

うふうなところで、ネット環境が整備されていないご

家庭もあるというふうなことで、オンライン学習に必

要な通信費として、年間１万4,000円の補助をしてい

るというふうなものになっております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 鈴木清委員。 

◎鈴 木   清 委員 

 6.9％、8.4％という数字でございますが、まだまだ

コロナ禍の中で大変な状況が見えておりまして、その

自治体によりまして、生活保護の何倍かという基準が

あるので、一概には言えませんけれども、尾花沢市の

場合は1.3倍ということで、準要保護児童というふう

な扱いになっていると思いますが、さらにオンライン

学習ということで、タブレットのことも含めて、やっ

ぱり増やしていくということになっているんだと理解

しました。さらに使いやすい、その就学援助制度にし

ていただきたいと思います。 

 次が、111ページ、10款３項２目、中学校部活指導

員の配置事業でございます。指導員の皆さんの稼働時

間というのは、１日何時間、週何時間なのかというの

をまず、基本的なことをお尋ねしたいと思います。そ

して人数は足りているのか。また部活動の地域移行の

計画に、今後指導員をどう位置付けていくのかお尋ね

したいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君） 

 お答えします。指導員の稼働時間という点につきま

しては、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、４日間、

１日２時間で勤務していただいているというふうなこ

とになります。 

 人数は足りているのかということですが、各学校さ

んの実状によってですね、特定の部活動のみならず、

さまざまな部活動をローテーションで回して見ていた

だきながら、先生方の負担軽減を図っているというふ

うな活用の仕方になっております。そういった点から、



人がたくさんいればそれにこしたことはないんでしょ

うけれども、そこでやりくりしているというふうな状

況になっております。 

 最後の休日部活動の地域移行の計画にどう反映、位

置付けていくかという点でございますが、この部活動

指導員配置事業は、平成30年度あたりから既に配置が

されているものですので、この休日部活動の地域移行

とは関連はないというふうなことで、今後どうなって

いくかと。国、県からの補助も受けておりますので、

そこについては、現段階では分からないというふうな

状況になっております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 鈴木清委員。 

◎鈴 木   清 委員 

 部活の地域移動とは関連はないということを理解で

きました。 

 続きまして116ページ、10款４項４目、図書館事業

についてお尋ねしたいと思います。図書館の貸し出し

総冊数が８年間で４割減っております。９万6,351冊

から５万7,321冊となっていますが、どんどん減って

くるのはちょっと寂しい思いで見ておりますが、さら

に魅力ある図書館にどう改善していく考えか。また、

図書館協議会というのがあると思いますが、どのよう

な意見をいただいているか、お尋ねしたいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 図書館の部分にお答えします。貸し出し冊数減少の

理由としましては、まず委員がご質問ありました８年

間で人口、平成27年から令和４年に関しましては、

2,653人ほどの減少がまずあります。これはもとより、

現在パソコン、スマートフォンの普及などで、社会変

化の影響が大きいと考えられます。また新型コロナウ

イルス感染症の打撃を受けた３年間、こちらは図書館

でも閉館だったり、事業の中止をせざるを得ない状況

にありました。しかしながら、令和５年の８月時点、

前年同月比で、来館者数は9,000人増えております。

これはコロナ前の状況に戻りつつあると思います。貸

し出し冊数は減っておりますが、近年の傾向から、図

書館に来館する目的は、本を借りるだけでないと捉え

ております。魅力ある図書館改善について、現在、居

心地のよい図書館に向けた検討のアンケート調査を実

施しております。こちらも関係者、そして多方面の年

代にしておるところであります。このような意見も協

議会の皆様からいただき、このアンケート調査、要望

などをいただいた部分を結果を報告しながら、今後ご

意見をいただく予定となっております。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 鈴木清委員。 

◎鈴 木   清 委員 

 コロナ禍もあって一概には言えませんけれども、魅

力ある図書館にしていただきたいと思います。本だけ

ではないということで、図書館というのは、本との出

会い、人との出会い、またつながっていくと言います

か、いろんなことがあると思いますので、ぜひともボ

ランティアの皆さんも育てて、一緒につながっていっ

ていただきたいと。さらに本と関わる講演会とか、い

ろいろ楽しい企画も考えていただいたりしていただき

たいと思います。 

 次にまいります。116ページ、10款４項５目、芭蕉、

清風歴史資料館管理事業でございます。資料館開館か

ら、令和４年がちょうど40周年を迎えました。入館者

は８年間で半分となっておりますが、私は大変、尾花

沢市にとって貴重なすばらしい資料館であると考えて

おります。毎年、工夫された企画をしていただきまし

て、その人数だけの問題、入館の人数だけではなくて、

大事なところだと思います。40周年を迎えて、感想や

今後の抱負などありましたら、ぜひ聞かせていただき

たいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 お答えします。芭蕉、清風歴史資料館の入館者につ

きましては、令和２年度から新型コロナウイルス流行

の影響を受けておりまして、一概に比較できない部分

があると思われますけれども、８年前の平成27年度、

この時は5,677人でありまして、横ばいでありました。

コロナの前の平成元年度も5,680、だいたいその当た

りまでは、そのままの推移でありました。その後コロ

ナで一気に半分になり、昨年度は2,846人、ご指摘の

とおり半減しておりますが、今年度の入館者は８月末

現在で、先ほども図書館関係でだいぶ増えているとい

う前年度比ありましたけれども、こちらのほうも前年

同月比142％となっており、少しずつではありますが、

回復していると感じているところであります。 

 またあの40周年の部分でありますが、開館以来、特

別展は昨年度までで54回、さまざまな市の、上の畑焼

であったり、延沢銀山、能登守、そして市の指定文化

財、雅楽、絵図、徳良湖100周年、いろいろなテーマ

の特別展を、歴代の館長はじめ専門員、そして関係者



の皆様の協力で行っておりました。近年、市内の旧家

の蔵などが取り壊されることが増えております。貴重

な歴史資料が散逸の危機、散りうせる危機になってお

るようであります。こうした歴史資料を収蔵、調査、

今後もし、その一部を特別展、開館40周年記念収蔵品

展や年号が記された民具展など、今年度公開していた

ところで、大変好評でありました。資料館の設置条例

にもありますとおり、市民が本市の歴史と文化に対す

る理解と関心を深め、地域文化の振興に寄与するため

と目的を掲げておりますので、先人が残した資料、保

存整備、調査し、より多くの市民の皆さんにこれから

もご覧いただいて、地道に管理運営に努めてまいりた

いと思います。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 鈴木清委員。 

◎鈴 木   清 委員 

 大変すばらしい感想と抱負をいただきました。私は

資料館の前に行きますと、江戸時代の風が吹いてくる

なという感じがものすごくしまして、あと紅花の関係

も想像していくと、こういうふうに馬が走っていたり

するんだなという、その佇まいやら中身から、すばら

しい宝物だと思いますので、ぜひ活かしていただきた

いと思います。 

 昨日あの菅藤議員よりも、おくのほそ道で、335年

前だという発言ありましたけれども、私ちょっと調べ

てみましたら、芭蕉が亡くなって、来年で330周年な

んです。芭蕉と清風と出会いと含めて何年になるのか

と計算しまして、芭蕉が尾花沢に来てから５年で亡く

なってしまうんですけれども、その亡くなって、330

年が来年だと。芭蕉に対する評価もまたさらに加えら

れて、いろんな話を聞きたいなという思いも私ありま

して、私は必ずドラマになるだろうと勝手に思ってる

んですけれども、芭蕉、清風のドラマ、それから俳句

のブームが今来ているのではないかと。例えばテレビ

で見ても、夏井いつきさんでしたか、夏井いつきさん

という方が、俳句の種を全国に蒔きたいんだというふ

うなこともありまして、昨日のお話でも、少年少女の

俳句の会もあったり、言葉の持つ力といいますか、五、

七、五、俳句の力というのも、生きる力に向けていっ

て、ぜひ楽しい企画もこれからもしていただきたいと

思います。要望ですが、どうぞよろしくお願いします。

以上で私の質疑を終わります。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 教育長。 

◎教育長（五十嵐   健 君） 

 先ほど、読書力向上推進委員の話のやり取りの中で、

ちょっと誤解を与えている部分あったなということで、

ちょっと訂正させてください。 

 先ほど室長が申し上げた12学級以下に置かなくても

いいというのは、司書教諭、教員の司書有資格者です。

鈴木委員が申しているのは市費で司書を採用できない

かというようなニュアンスだったかなと思います。実

は、有資格者を求めるには、なかなか数が、人数が多

くなくて、そういう人以外も含めて、読書力向上推進

委員として、広く人材を求めているということです。

その中にもし有資格者がおったら、さらにありがたい

なと思っているところです。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 以上で鈴木清委員の質疑を打ち切ります。 

 ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

 

              休 憩 午後12時02分  

              再 開 午後１時00分  

 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 再開いたします。 

 次に、令和・公明クラブ質疑を許します。令和・公

明クラブ菅藤委員。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 令和・公明クラブの総括質疑をさせていただきます。

まず決算書171ページ、実績101ページですけれども、

常備消防事業の各種免許取得をされていますけれども、

その中身について簡単にご説明をお願いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 消防本部総務課長。 

◎消防本部総務課長（折 原 幸 二 君） 

 菅藤委員にお答えいたします。現在、消防本部では、

消防業務上必要な免許といたしまして、大型免許、大

型特殊免許、車両系運転技能免許、小型船舶免許、小

型クレーン免許、玉掛け免許などを公費にて取得して

いるところでございます。この中で、大型免許につい

ては、公道を走行する自動車免許であり、個人の免許

という部分もあることから、取得経費の２分の１公費

で取得しております。そのほかの免許については、消

防業務を遂行する上で必要な特殊な免許ということで、

全額公費負担で取得しております。毎年、計画的に各

種免許の取得を実施しておるところでございます。以

上です。 



◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 大型免許については２分の１の助成といういうこと

で了解したところです。これ全部職員ですよね。消防

団については必要な資格というのはありますか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 消防本部総務課長。 

◎消防本部総務課長（折 原 幸 二 君） 

 お答えいたします。消防団につきましては、消防団

業務火災防御、その他災害出動において、執拗な免許

としまして、車両の運転免許がございます。車両の運

転免許につきましては、平成29年に道路交通法が改正

されまして、平成29年以降に初めて普通免許を取った

方については、車両の総重量、普通免許で乗れる車両

の総重量が3.5ｔまでということになりました。消防

車両、消防団の車両において3.5ｔを超える車両が数

台ございますので、今後その消防団車両を運転するに

当たり、準中型という免許が必要になってきます。そ

の準中型免許取得について、消防団の免許取得につい

て、公費負担で免許取得等も考えていかなければなら

ないと感じております。 

 また車両については、現在普通免許でも乗れるポン

プ車両が開発されておりますので、その3.5ｔを超え

る消防団車両の更新時期に合わせて、そういった普通

免許でも乗れる車両に更新していくということも、今

後検討していきたいと考えております。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 １つ消防団への助成も、ぜひ考えていただければな

と思っています。消防団員としてもらえる資格とか、

あと資格のさまざまな学科の免除とかある資格もある

かと思いますけれども、それについて教えていただけ

ますか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 消防本部総務課長。 

◎消防本部総務課長（折 原 幸 二 君） 

 お答えをいたします。消防団のもらえる免許という

かですけれども、直接、消防団活動に必要な免許、資

格等ではありませんけれども、防火管理者丙種危険物

取扱者、乙種消防設備士、防災士などの資格免許にお

いて、消防団員の在籍年数や階級や役職により、講習

受講の免除や試験科目の一部免除などの優遇措置が受

けられるようです。また、防火管理者と防災士につい

ては、防火管理者については、市町村の消防団員で３

年以上管理的または監督的な職にあったものは、防火

管理者を受けるに講習が必要なんですけれども、その

講習を受講が免除されるという優遇措置がございます。

また、防災士については、消防団員であって分団長以

上の階級にあるもの、またはあったものに関しまして、

防災士養成研修、あと防災士資格取得試験、救急救命

講習などが免除になる優遇措置がございます。以上で

す。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 消防団であればいろんな資格がもらえる。または免

除できるものがあるかと思います。ぜひ消防団員にＰ

Ｒして消防団員を集めるのによろしくお願いしたいな

と思っています。 

 続きまして、決算書186ページ、実績110ですけれど

も、英語検定の内容と目的と結果についてご説明お願

いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君） 

 お答えいたします。目的につきましては、英語への

興味関心を高めるということ。そして、さまざまな分

野で目標を持って挑戦する意欲を醸成するということ。

この２つを目的に助成を行っています。内容は、年１

回、英検を受ける生徒に受験料を助成するという内容

になっております。 

 結果につきましては、昨年度、受験者266名のうち、

この助成を利用した生徒は245名というふうなことに

なっております。受験者266名のうち、合格した生徒

の割合、合格率は58.3％となっております。以上でご

ざいます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 この助成率についてちょっと分からなかったんです

けれども、５割かなと思いますけれども、266名受け

まして、245名が助成を受けたということなんですけ

れども、11名の方は助成をいただかなかったというこ

とで理解してよろしいですか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君） 

 お答えいたします。年１回の受験料というふうなこ



とになりますので、複数受験した場合、１回は助成さ

れますが、もう１回は自費というふうなことでの違い

になっております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 先ほどの合格率ですけれども、50数％というふうに

今お答えあったかと思うんですけれども、この50数％

というのは、どの程度になるのかと、比較するわけで

はないんですけれども、だいたいどの学校でも同じよ

うなパーセントなのか、ちょっとお伺いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（工 藤 雅 史 君） 

 お答えいたします。学校２つしかありませんので、

それぞれどうかということはちょっと差し控えさせて

いただきますが、受験する級がですね、５級から準２

級までとなっています。中学校３年生相当で３級受験

というのが標準となっておりますので、58％もう少し

上がってくれるといいなというふうな感想を持ってお

ります。 

 また、準２級というのが、高校１年生レベルなんで

すけれど、その中で中学３年生で挑戦している子が11

名いて、そのうち３名合格しているというふうな状況

ですので、非常に意欲的に取り組んでくれたのかなと

いうふうに捉えているところです。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 続きまして決算書190ページ、延沢銀山遺跡整備事

業についてですけれども、工事費が設計と管理費、分

けてございます。これが本来の姿かなとは思いますけ

れども、あと工事を本体と屋根を分けてございます。

これについてご説明をお願いしたいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 お答えします。銀山、延沢銀山遺跡整備事業の山神

神社修理復元事業についてのご質問でありますけれど

も、２つに分けている部分、こちらあの山神神社は、

長年の風雪にさらされていたことから、特に損傷の著

しい屋根部分について、修理復元工事を行うことと当

初なりました。文化財の修理復元工事は、文化庁の指

導のもと、可能な限り建築当初の状態に復元すること

が原則となります。事業を進めるに当たりまして、令

和２年度と昨年令和４年度、２度にわたりまして、文

化庁の現地指導を受けたところ、神社の足回りのほう

に当たる縁廻り部分につきましても、事業当初から腐

敗、損傷が進んでいたという部分で、修理するよう指

導を受け、加えてこちらの縁廻りも修理復元を行うこ

とになったため、分かれたような形となります。実施

設計業務委託の令和３年度繰越分は、当初の屋根部分

の改修にかかる実施設計、そして令和４年度は追加と

なった縁廻り部分の改修にかかる実施設計となって分

かれておりますので、よろしくお願いします。以上で

す。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 設計と管理を分けたということなんですけれども、

これやっぱりきちんと仕事をするためということで理

解してよろしいですか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 やはり場所と内容という部分もありまして、しっか

り管理のほうもお願いしたということでよろしくお願

いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 あとですね、屋根の賃借料とあるんですけれども、

これまで私いろんな工事見てきたんですけれども、屋

根を借りているその工事というのは、なかなかなかっ

たのかなという感じするんですけれども、これについ

てご説明をお願いしたいんですけれども。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 今現在も工事は上に屋根をそっくりかけております。

あのパイプで組んだ部分であります。こちらの屋根を

かけた、大変申しわけありません、これ即答ちょっと

今分かりませんが、今あの私なりに現場を見て、今２

ヵ年、昨年度から、上のほうにかけている部分である

のかなと思いながら、ちょっと調べてお答えしたいと

思います。申しわけありません。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 了解しました。なかなか工事費の中に入れないで屋



根だけ賃借するというのが、どうなのかなと思ったと

ころでした。 

 続きまして、５番、実績の121ページ、決算書193ペ

ージですけれども、ふれあい推進事業の成果について

ですけれども、今の現状について一度お話聞かせても

らってよろしいですか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 お答えします。ふれあい推進事業につきましては、

予算の大部分を、結婚促進協議会ＬａＬａネットを立

ち上げておりまして、こちらの補助金として活動して

いるところであります。補助金の額は補助を開始した

平成25年度で60万円でありますが、現在もここ近年、

60万円で推移しております。この補助金は、婚活イベ

ントを開催するための事業費や、マッチングサポータ

ーの方々の行動費等に支出しております。ＬａＬａネ

ットの活動を支えるマッチングサポーターは現在20名

おりまして、他の市、町ともに活発に情報交換を行っ

ております。情報交換した情報をもとに、マッチング

しそうな方がいる場合には、お見合いのセッティング、

お付き合いのフォローアップ、そして成功に結び付け

ていくような形で活動しております。成婚実績は年に

２組から５組程度。ここ近年でありますが、令和４年

度２組、令和３年度２組、令和２年度２組、令和元年

度５組ほどになっております。マッチングサポーター

の方は、情報交換会のほかにも、県のハッピーサポー

トセンターが主催しておる仲人さん向けの研修会、積

極的に参加し自主研修などを行って、スキルアップに

努めております。 

 今後とも地道な活動になるかと思われますが、現在

の結婚希望者のニーズに沿って活動ができますよう努

力してまいります。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 今非常に成功した組数お聞かせ願ったら、すごい数

だなと思っております。非常に頑張っていらっしゃる

ということを感じたわけなんですけれども、年間60万

円の補助だということなんですけれども、やはりそう

いうふうに頑張っていらっしゃれば、もう少しやって

もいいのかなと。やっぱりいろんなパーティするにし

ても、結構なお金が必要かと思います。ですから、こ

れについては、やはりぜひもっと増額して、活発にし

ていただいて、より良いカップルができるように、頑

張っていただきたいなと思っているところです。その

点、市長はいかがでしょうかね。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 市長。 

◎市 長（結 城   裕 君） 

 ふれあい推進事業ですね、失礼しました。補助金を

もう少し増やすというようなことで、婚活イベント、

本当にいろいろ手を変え品を変えというか、いろんな

場面場面で、形も変え、またその支援員も、いろんな

努力をしていただいているというふうに承知している

ところであります。一足飛びに需要が多いから予算も

増額ということには、なかなか状況に応じてですね、

いかないのかもしれませんが、可能な範囲で増額でき

るんであればですね、進めていけるようにやっていき

たいというふうに思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 頑張っているそのＬａＬａネットの方々に、事業し

やすいようにお願いしたいなと思っています。 

 続きまして、実績の17ページ、決算書の95ページで

すけれども、地域防災計画の改定事業ということで、

策定したわけですけれども、これについてですけれど

も、計画を作る際に、業務委託でかなりの額を使って

お願いしているわけですけれども、当初にその自前で

作ろうということは、そういう検討はなさったんでし

ょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。自前でなぜできなかったか、経

費節約になぜ努めなかったというご質問かと思います。

こちらのほうは、実質平成28年度改定を実施しまして

から、令和４年度まで過去５年分の改定内容というこ

ともあったこともありまして、県内で防災計画策定等

の実績があり、より精通しているなどの受託要件を具

備している専門の業者への業務委託ということを選ば

せていただきました。 

 防災関係法令または国、県の防災計画との整合性を

図るとともに、実状に合った現実的かつ理解しやすい、

実効性のある高い計画を改定するために、自前の作成

は難しいと判断しまして、業務委託の選択となりまし

た。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 



◎菅 藤 昌 己 委員 

 了解しました。なかなか金太郎飴の計画書にならな

ければいいなと思ったところで、質問したところです。 

 続きまして、決算書193ページ、10－４－２－18で

すけれども、ワークライフバランス奨励金についてで

すけれども、内容と支給条件についてお伺いしたいと

思いますけれども。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 お答えします。内容につきましては令和３年４月１

日より、尾花沢市ワークライフバランス実践企業支援

奨励金交付要綱が施行され、子育てや介護など家庭生

活と仕事を両立しながら、生き生きと働き、幸せを実

感できるよう、ワークライフバランス支援を実践して

いる企業に対して、奨励金を交付しております。 

 対象企業の条件としましては、大きく３つ。まずや

まがたイクボス同盟に加入すること。現在市内では10

業者あります。２番目としまして、企業内にワークラ

イフバランス推進員を選任すること。３つ目としまし

て、４つほどいずれか満たした場合とありますけれど

も、まずそのうちの１つ、女性を管理職に登用した場

合、２、男性が連続して７日以上育児休暇を取得した

場合、３、法定を超える介護休業または介護休暇を規

定しその取得者が出た場合、そして４、小学校就学前

の子を養育する女性を正社員として雇用、または非正

規雇用から雇用転換した場合などの条件となっており

ます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 奨励金の事業だなと思っているんですけれども、こ

れは１社だけですよね。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 実績でありますけれども、令和３年度は２企業、内

容的には１つの会社が女性管理職登用、そしてもう１

つの会社も女性管理職登用でありました。昨年の令和

４年度１企業、介護休暇を取ったというふうな部分で、

実績的には昨年度１つの企業でありました。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 ぜひこの奨励金をですね、各企業のほうにいろんな

面で支給して、頑張っているところに支給していただ

ければなと思ったところでございます。 

 続きまして、実績の127ページ、図書館についてで

ございます。やはり当初できた時については、当初は

かなりの市民の方々が借りていたという実績があるか

と思います。１人当たりの貸し出し冊数もかなりその

多くの冊数を借りていたというふうに記憶してござい

ます。今現在の市民の年代別の貸し出し状況、簡単に

その少ない年代等なんかあれば教えていただきたいん

ですけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 お答えいたします。図書館年代別の貸し出し状況に

ついてでありますけれども、図書館管理システムにお

きまして、分類、年齢別利用統計を抽出することはで

きますが、それ以上の貸し出し履歴につきましては、

利用者の秘密を守る観点から、データを取ることや公

表することはできないとされておりまして、データの

活用はしていないのが現状であります。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 例えば年齢別ということで、何十代、何十代という

ところのデータが出せないということで理解してよろ

しいですか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 やはり図書館の利用者の秘密を守るというふうな部

分もありまして、読者が何を読むか、その人のプライ

バシーに属することであり、図書館は利用者の読書事

実を外部に漏らさない等がありまして、この点をご理

解いただければなと思っております。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 年代別の貸し出しの何を見てるじゃなくて、冊数を

ちょっと知りたかったんです。大変申しわけなかった

です。冊数をということで、いろんなプライバシーが

あって出せないというのであれば了解したところなん

ですけれども、少し何か変な感じはするようです。 

 図書館のあの入って右側に絵本類のかなりの冊数の、

子どもが寄れる場所があるかと思いますけれども、そ

の貸し出し状況も同じように出せないということでよ



ろしいですか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 お答えします。絵本類の貸し出し冊数については、

こちらはＯＫであります。令和４年におきまして、児

童の利用が2,641冊ということで、絵本貸し出し全体

の21.1％となっております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 子どもの貸し出し冊数が出せて、その上については

出せないというのは、ちょっとなんか変な感じはいた

しますけれども、致し方ないのかなとは感じますけれ

ども、あとおはなし会が、おはなし会が実績の127ペ

ージにございます。おはなし会ということで、年計８

回、70名の方がおはなし会に参加してございます。平

均すると10名弱ですけれども、これはかなかなか良い

数かなと、一生懸命頑張っているのかなと思ってます

けれども、この内容についてちょっと何か分かれば教

えていただきたいんですけれども。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 お答えします。尾花沢市民図書館には令和元年度か

ら４年間、企業から児童書を寄贈いただいており、絵

本を含めた子ども向けの本の冊数は、近隣市町村に比

べ大変多くなっております。子どもたちが絵本に触れ、

楽しむきっかけを与えて、親子が絵本を通して幸せな

生活を築いていけるように応援する事業として、現在

はボランティアの方々をご協力いただきながら、ブッ

クスタート事業や、おはなし会を開催しておるところ

であります。大変好評でありまして、今後も継続して

充実させてまいります。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 ぜひその読書のスタートアップ等について、今後と

もより一層頑張っていただければなと思っています。 

 最後に実績の128ページ、ほたるの里郷土資料館に

ついてですけれども、年間56名の方がいらっしゃると

いうところなんですけれども、この56名の数、あと今

の資料館の実状について、ちょっとご説明お願いした

いんですけれども。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 お答えします。資料の整理と陳列について、ほたる

の里資料館でありますけれども、生活に必要な民具や

農具、市内の遺跡から出土した埋蔵文化財を展示して

おります。近年、旧家の蔵などを壊す際に民具や農具

の寄贈、申し出をいただいており、収蔵品が年々増え

ている状況にあります。大変ありがたいことではあり

ますけれども、収蔵品全てを展示することは厳しい部

分がございます。昨年度より、展示品の整理を進めて

おり、まもなく完了する見込みとなっております。今

後は展示室の様子をホームページで紹介したり、市内

小学校にチラシを配布し周知するなどして、学習に活

用していただきたいと考えております。 

 なおあの先ほどの一番最初の山神神社の部分であり

ましたけれども、山神神社の建屋の上にかけてありま

す囲ってある囲いの屋根の部分でありましたので、先

ほど、しっかり説明できなくて申しわけありませんが、

そのようであります。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅藤委員。 

◎菅 藤 昌 己 委員 

 了解しました。ほたるの里郷土資料館には、膨大な

なんか、さまざまな資料がいっぱいあるかと思います。

あと旧市民会館にも膨大な資料があるかと思うんです。

ですからそこら辺も含めて、今後あの資料どうするか

というところと、あとほたるの里郷土資料館に、いか

にこの展示をするかというところをぜひご検討してい

ただければなと思っているところでございます。私か

らの質問については以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 

◎畑 中 和 恵 委員 

 それでは質疑をさせていただきます。全て実績報告

書をもとにして、ページに沿ってまいります。 

 実績報告書の41ページ、３款１項２目、事業名、高

齢者社会参加促進事業の中の、私のほうからは高齢者

移動サービス事業、リフト付タクシーの詳細について

の説明をお願いいたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 高齢者移動サービス事業、いわゆる１つのリフト付

タクシーでございます。内容につきましては要介護度

４、５で移動にリフト付タクシーやストレッチャー装



備車が必要な方に対して、利用料金の７割を補助する

ものでございます。申請件数につきましては32名、交

付枚数については768枚、１人当たり24枚配付してお

ります。使用枚数につきましては72枚、使用率につき

ましては9.4％となっております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 

◎畑 中 和 恵 委員 

 令和３年度のこちらの使用率のほうはいかがでしょ

うか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 令和３年度におきましては、4.5％の使用率でござ

います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 

◎畑 中 和 恵 委員 

 だと令和３年度のほうで4.5％、令和４年度のほう

で9.4％と、倍近くになっているわけですけれども、

この使用率が倍になった理由というのはございますか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 まずは周知の徹底でございます。使用している方、

結構固定化されておりますけれども、その方につきま

してでしたり、あと医療機関、介護機関につきまして

も周知の徹底を図ってまいりました。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 

◎畑 中 和 恵 委員 

 利用者の方が固定化されているということで、こち

ら交付枚数のほうが768枚に対して使用枚数が72枚と

いう、非常に枚数の割には使用している枚数が少ない

なと思うんですけれども、こちら何かほかに、何らか

の改善策など、お考えございますでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 使用枚数少ないと、交付枚数より10％もいっていな

いということでありますけれども、今後はですね、利

用者の条件を変更するなり、来年度につきましては調

査研究を推進してまいりたいと、このように思ってお

ります。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 

◎畑 中 和 恵 委員 

 引き続きこちら利用者の生活の利便性向上に役立つ

ようにお願いいたします。 

 続きまして実績報告書の45ページ、３款２項３目、

事業名、病児病後児保育事業の対象児からの、こちら

青野委員から利用状況の推移ございましたので、私の

ほうからは、施設利用についての周知方法についてだ

けご説明願います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 周知につきましては、保育所入所時、説明会に各園

から病児病後児保育のチラシを配付しております。ま

た「おがぁ～れ」へのホームページへの掲載、さらに

登録内容の確認更新を行うため、毎年調査して情報を

更新しております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 

◎畑 中 和 恵 委員 

 こちら先ほど、青野委員からもございましたように、

やっぱり利用率のほう、これ利用率高ければ良いって

もんではないと思うんですけれども、登録者の方の人

数がやっぱりちょっと少ないのかなと思うのですけれ

ども、このあたりはいかがでしょうか。周知方法など、

もしこれからお考えでしたら、教えていただけるとあ

りがたいです。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 登録者数のほうは年々増加しているようであります。

今後はですね、先ほど午前中も質疑ありましたけれど

も、山形県の、連携中枢都市圏、こちらのほうも対応

しながらですね、広域的な連携を図ってまいりたいな

とこのように思っております。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 

◎畑 中 和 恵 委員 

 利用率が少ないからといって、私のほうはなくして

しまうというよりも、逆に村山市のほうでは、月曜日

から土曜日までの利用ができて、しかも生後６ヵ月か

らですね小学校６年生までの預かりができる。料金的

には尾花沢の「おがぁ～れ」じゃなくて、失礼いたし

ました、「なないろ」と一緒でございました。なので、

もう一度なくすという方向性ではなくて、どのように



したら使いやすいか、どのようにしたら市民の皆さん

にもっと活用していただけるかというところを今後考

えていただきたいと思います。 

 次に、この中の除排雪委託料、17万8,200円の内容

についてのご説明をお願いいたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 それでは畑中委員にお答え申し上げます。除雪費に

つきましては、風雪、吹きだまり箇所等の状況により、

除雪を必要と判断した時に出動し、新雪深については

30㎝以上と見込まれる場合に実施しております。機械

除雪は、単価は１時間当たり6,000円で人力除雪は

1,700円です。なお機械除雪は昨年度決算におきまし

ては、27回出動しております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 

◎畑 中 和 恵 委員 

 今後とも、保護者の方や子どもたちが、きちんと安

全に通えるように、除雪のほう、気を付けてしていた

だけたらなと思います。 

 では次に移ります。実績報告書の45ページ、３款２

項４目、事業名、放課後児童クラブ支援事業、放課後

児童支援員等処遇改善事業、新型コロナウイルス感染

症対策支援事業の中の、新型コロナウイルス感染症対

策支援事業、544万6,100円の実施内容の詳細について

お願いいたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 これはですね、令和４年６月補正の際に、議会の皆

様からご承認いただいて、ご可決なったものでござい

ます。内容につきましては、新型コロナウイルスの感

染の対策としまして、放課後児童クラブ９ヵ所に対し

てですね、まず一番目としまして、飛沫感染対策とし

まして、エッグクッション床マット、こちらのほうを

各児童クラブのほうに159枚ほど交付しております。

金額は228万6,900円でございます。 

 続きまして２番目の接触感染対策としまして、１項

目目としまして、紫外線殺菌庫としまして244万2,000

円を決算として上がっておりますね。２点目としまし

ては、自動水洗化工事としまして、これは尾花沢小学

校の児童クラブ、こちらのほうで２ヵ所ですね、こち

らのほうは11万7,700円ほどですね。３番目としまし

て、エアコン設置のほうをしております。59万9,500

円でございます。こちらのほうは尾花沢の第４放課後

児童クラブのほうと、玉野放課後児童クラブのほう、

こちらのほうに各１台ずつ設置しておりまして、合計

しまして、こちらのほうの実績報告書のとおり544万

6,100円でございます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 

◎畑 中 和 恵 委員 

 承知しました。未だ夏でも、季節性のインフルエン

ザやヘルパンギーナ、流行性感冒、流行っております

ので、今後も子どもたちの健康を守るために、支援い

ただけるようお願いいたします。 

 次に移ります。実績報告書77ページ、事業名、高齢

者等買物支援業務委託の詳細についてご説明願います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。高齢者買物支援業務委託という

ようなことで、こちらの事業については、平成21年度

から県の補助事業を活用してスタートした事業であり

ます。こちらの部分については、商店街協同組合のほ

うに委託をして、現在は見直しを図りながら、買い物

弱者対策、あと地元商店街の購買力向上、高齢者の安

否確認など、多機能を持った事業となっております。

以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 

◎畑 中 和 恵 委員 

 承知しました。開始されてから長く続いている事業

ですので、これからも商店街のさらなる購買力向上と、

買い物困難者の方の安否確認も兼ねておるとのことで

したので、買い物を楽しめるように、工夫と宣伝を今

後ともよろしくお願いいたします。 

 次に移ります。実績報告書87ページ、７款１項３目、

事業名、ふるさと応援基金事業、四大まつり実行委員

会補助基金の内訳についてご説明願います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。ふるさと応援基金の四大まつり

実行委員会の補助金であります。こちらのほうは、徳

良湖まつり、あとはおばなざわ花笠まつり、尾花沢雪

まつりを行った際の補助金というふうなことで、観光

物産協会のほうが事務局になっておりますので、それ

ぞれの実行委員会の事務局になっておりますので、そ



ちらのほうに補助をしております。令和４年度につき

ましては、新型コロナ対策関係で一番大きなところで

ありますと、花笠まつりのほうは、準備を行ったもの

の感染症の関係で中止にしている状況であります。徳

良湖まつりと雪まつりについては、その感染症対策を

しながらの実施というふうなことになっております。

徳良湖まつりの補償金の実績については140万円で、

花笠まつりについては、先ほどご説明したように、中

止となった。ただ準備がありましたので、192万9,600

円の実績であります。雪まつりについては578万円の

実績となっております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 

◎畑 中 和 恵 委員 

 承知しました。これから部会の方々、特に若い年代

の方々がこれからもいろんな企画を出していくと思い

ますので、より意見を取り入れていただき、賑わうお

祭りにしていただけるようお願いいたします。 

 次に移ります。実績報告書85ページ、７款１項３目、

事業名、徳良湖周辺施設整備修繕事業の中の、尾花沢

市基幹集落センター指定避難所強化工事について、事

業の詳細を教えてください。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。基幹集落センターの指定避難所

機能の強化工事であります。工事の内容としましては、

大きい項目４点あります。まず、トイレの改修です。

あとは、授乳室の改修工事、あとは空調設備、エアコ

ン関係の工事になります。あとはＷi－Ｆiの設置工事、

あとホールとロビー関係の情報発信コーナーの改修工

事、それに付随する付帯設備工事がその他というふう

なことでの内訳になっております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 

◎畑 中 和 恵 委員 

 こちら私、指定避難所強化工事が終わったというこ

とで見に行った時に、ちょっと入り口までの階段が非

常に急なんですけれども、今までの基幹集落センター

の作りそのままの階段でありまして、こちらは車椅子

の方や高齢の方が、例えば本当に何か災害時に避難所

として使う時に、果たして上に上がっていけるのかな

と思ったんですけれども、そのあたりは、これからは

工事とかは入らないでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。今回の基幹集落センターの指定

避難所の機能強化というふうな点での工事であります。

議員仰せのとおり、既設の建物を活用しての改修工事

になっておりますので、なかなか構造的なという、大

きい部分まで工事のほうすることが叶わない部分が、

建築基準法であったり、ありました。既存の施設を活

かしながら有効的に使うという意味での今回の工事で

ありました。階段の、あちらのほうの構造上見ますと、

１階のほうがまずロビー的な部分の扱いになっていま

す。実際の住居棟といいますか、生活する場のほうが、

２階のほうがメインになって、高床式といいますか、

そういうふうな構造になっております。どうしても階

段のほうが、ああいうふうな形でならざるを得ないと

いうことであります。先ほど言った車椅子等、避難所

として開設した場合の対応でありますけれども、構造

的には今の構造を変えるというのはなかなか難しい部

分がありますので、例えばソフト的な部分で活用する

際に利用しやすいようにですね、対応というところも

あるかと思います。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 

◎畑 中 和 恵 委員 

 承知しました。今現在「おがぁ～れ」として使用し

ていますので、小さい赤ちゃんを連れたお母さんとか、

またお孫さんを連れたおじいちゃん、おばあちゃんな

ども、きっとあの階段使うかと思われますので、今後、

お子さんたちや、また皆さんに危険がないようにしっ

かりと安全対策も検討していただければと思っており

ます。 

 次に移ります。実績報告書96ページ、８款４項３目、

事業名、公園管理費の中の都市公園施設修繕の詳細を

教えてください。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 都市公園施設修繕、７万7,000円の内容についてで

ございます。まず１点目、第１公園の時計の修繕関係

で３万3,000円、あと街灯センサーの修繕費といたし

まして３万3,000円、あと外部コンセント修繕が5,500

円、あと水道の遠隔メーター修繕といたしまして

5,500円、以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 畑中委員。 



◎畑 中 和 恵 委員 

 承知しました。引き続き、子どもたちが安全に遊べ

るように、施設修繕のほうをしっかりとこれからも管

理いただけるとありがたいです。以上で私からの質疑

を終わらせていただきます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 髙橋委員。 

◎髙 橋 隆 雄 委員 

 続きまして私のほうから質問させていただきます。 

 令和４年度主要な施策の成果と予算執行の実績報告

書の34ページ、２款１項11目、事業名、地域おこし協

力隊受入事業についてお尋ねいたします。事業費が

686万33円でありますが、受け入れ事業としての成果

はどうだったのでしょうか、お聞かせください。また、

その結果を踏まえて、今後協力隊をどう募集し、定住

を促進していくのかお聞かせください。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（坂 木 良 一 君） 

 お答えいたします。地域おこし協力隊の受け入れ事

業につきましては、本市では平成22年度から緑のふる

さと協力隊をはじめとして、受け入れのほうを行って

きております。これまで23名の協力隊の受け入れを行

ってきております。現在３名の協力隊が活動しており

ますけれども、この隊員を含めまして、協力隊を通じ

て、市内のほうに居住された方というのが11名ほどご

ざいます。約半数の方が市内のほうに定住していると

いうふうなことで、また現在住んではいないんですけ

ども、何らかの形で本市のほうと関係を継続されてい

るというふうな方もおりますので、こうした点で協力

隊の活動として、定住、関係人口といった点で、一定

の成果があったというふうに捉えております。 

 あと、すいません、今後の協力隊をどう募集してい

くかというふうな点でありますけれども、現在あの協

力隊につきましては、本市の課題に対し、自らの行い

たい取り組みをうまくマッチングするような形で活動

する、フリーミッションの協力隊を今募集しておりま

す。現時点で申し込みのほうはございませんけれども、

各種募集サイトのほうで広く周知を行いながら、今募

集のほう行っているところであります。 

 また活動を通じまして、やはり市内のほうに定住す

る、定住につながるというようなことが一番大きな目

標というか、重要だというふうに捉えておりますので、

こうした点を考慮しながら、本市のいろいろ課題に対

して、どのような活用が可能かというふうな点も含め、

各課のほうと相談、調整を図った上で、新たな協力隊

の募集のほうも実施していきたいというふうに考えて

おります。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 髙橋委員。 

◎髙 橋 隆 雄 委員 

 人口減少が進む中でですね、やっぱり地域の協力隊

の受け入れというのは、先ほども出ましたが、大変重

要だと私も考えます。地域に移住して、地域ブランド

や地場産品の開発、販売、ＰＲなど、地域おこしの支

援や農林水産業への従事、住民の生活支援など、地域

協力活動を行いながら、その地域で定住、定着を図る

取り組みであるという制度概要であります。協力隊は

やっぱり市外からお越しになりますので、市外から見

た尾花沢、地元民が分からない部分というのも、協力

隊から魅力発信することができるかと思いますので、

ぜひですね、多くの協力隊が尾花沢を選択していただ

いて、定住、定着していただけるよう計画していただ

ければというふうに思います。 

 次に同じく実績報告書35ページ、２款１項11目であ

ります。事業名、産業創出型シェアハウス事業につい

てであります。事業内容としましては、シェアハウス

の管理費、83万4,570円とあります。管理内容と利用

者についてお聞かせください。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（坂 木 良 一 君） 

 お答えいたします。シェアハウスの事業につきまし

ては、管理費の内容につきましては、83万4,572円で

ありますけれども、主な経費といたしましては、Ｗi

－Ｆi等の通信、運搬費が８万4,414円、賃借料が24万

円、光熱水費が７万1,188円、除雪経費が20万3,820円、

エアコンの撤去費用というふうなことで８万2,500円、

主な経費でございます。シェアハウスにつきましては、

市内の矢越地区のほうに28年度に整備を行いまして、

29年度から募集を行い、平成30年度、平成30年５月か

ら入居しております。地域の方々との話し合いによっ

て、入居者については、女性限定というようなことで

進めてまいりました。これまで協力隊の方３名の方が

入居しておりまして、令和３年10月まで入居し活動を

行ってきましたが、その方々が退任して以降、活用さ

れていないというような状況でございます。令和４年

度に再募集を行いましたが、申し込みはなかったとい

うことと、また協力隊については、現在本町地区のア

パートのほうに居住しているというふうなこともあっ



て、なかなかその協力隊、女性の方１人でシェアハウ

スに住んで維持管理していくのも大変だというような

こと、あと経費についても、年間100万円ほどの経費

がかかっているというふうなこともあって、令和４年

度で賃貸契約については解約をして、所有者のほうに

現状の形でお返ししたというようなことになっており

ます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 髙橋委員。 

◎髙 橋 隆 雄 委員 

 シェアハウスということで、当初、高校生から案を

もらって起きた事業だったと思います。尾花沢スイカ

の６次産業化ということで、起業家、またはスイカ農

家、ＩＴ企業、ＩＴ関係者を想定し始まったものと理

解しております。このシェアハウス、高校生の案を取

り入れて、こういったことから始まったわけですけれ

ども、シェアハウスというと、なかなか一緒に暮らす

ということが苦手な人もいらっしゃいますので、事業

としては本当は良い事業だったと思います。ただ、利

用者がいないということであれば、先ほど説明があり

ましたように、やっぱり見直しというものも必要にな

ってくるかと私も思います。 

 続きまして、実績報告書35ページ、２款１項11目、

ＩＪＵターン支援事業についてお尋ねします。事業目

的が、移住者受け入れ態勢の構築及び空き家バンクの

充実などにより移住の推進を図るとあります。この事

業に対して事業費、273万1,951円となっていますが、

この事業の成果と移住者の定住状況はどうなっている

のか教えていただきたいと思います。 

 また、イベント関係旅費、負担金、95万5,458円、

この内容を教えていただきたいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 定住応援課長。 

◎定住応援課長（坂 木 良 一 君） 

 ＩＪＵターン支援事業でございます。目的について

は今委員の方からあったとおりであります。実施して

きている内容については、この報告書のほうに記載の

とおりでありますけれども、移住世帯向け食の支援事

業支給品というようなことで、現在県外から移住され

てきた方に対しまして、県とＪＡと連携した形で、食

の支援ということで、米、味噌、醤油の支給のほうを

行っております。これについて、昨年度は４件の申請

を行ったところであります。 

 また尾花沢市移住推進協議会負担金というふうなこ

とで、これについて平成29年度に協議会のほう設立し

まして、移住定住政策を推進するために、各種事業実

施しております。その負担金として市のほうで負担し

ているものであります。 

 協議会の主な事業といたしましては、首都圏等で開

催されますいろんなイベントへの参加であったり、田

舎暮らし体験のツアーの実施、移住者交流会、あと田

舎暮らし体験に対する助成など行ってきております。

昨年度移住者というふうなことで、定住応援課のほう

の支援を受けられて移住された方というふうな形でカ

ウントしておりますけれども、実績といたしましては、

27世帯43人の方が移住されてきているというふうなと

ころでございます。 

 また新庄・最上ジモト大学尾花沢キャンパスにつき

ましては、令和３年度にキャンパスのほう開校しまし

て、若者のふるさと回帰、あとはその郷土愛の醸成と

いうふうなことを目的に事業のほうを進めております

けれども、昨年度３つのプログラムのほうを実施して

おります。参加者については合計で89名の高校生が参

加されております。高校生のほうからは、今まで知ら

なかった地域の魅力を知ることができたとか、普段、

学校ではなかなか経験できないことが経験できたとい

うような感想もいただいているところです。そういっ

た意味では、地域をあらためて見直す良い機会になっ

たのかなというふうに捉えております。 

 次にイベント関係旅費、あと負担金でありますけれ

ども、これにつきましては、昨年度、都内のほうのい

ろいろイベントに参加した際の旅費負担金というふう

なことで、内訳といたしましては、新農業人フェアや

ふるさと回帰フェアなど、都内においての開催された

イベントへの職員の参加旅費として、34万458円と、

あとこれはイベントへ出店にかかる負担金として、負

担金と、あと新庄・最上ジモト大学への参加にかかる

負担金として、61万5,000円を負担しております。内

訳としては以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 髙橋委員。 

◎髙 橋 隆 雄 委員 

 今、やはり田舎暮らしということで、都会のほうか

ら移住してくる方も、少しずつではありますが、増え

てきているんではないかなというふうに感じています。

先ほども申し上げましたけれども、やはり人口減少が

進む中、移住してくれる方々を支援することは非常に

重要なことでありますし、ぜひこういった事業を通し

て、定住移住者を増やしてほしいと思います。今後と

もですね、いろんなイベント、東京のほうとか、首都



圏のほうでもあるかと思いますが、積極的に尾花沢を

ＰＲしていただいて、定住促進を図っていただきたい

というふうに思います。 

 次に同じく実績報告書の27ページ、２款３項１目、

事業名、マイナンバーカード取得促進事業であります。

マイナンバーカード作成申請受付及び交付に関する事

務費として、721万3,365円の内容をお聞かせください。

また個別訪問による申請受付のための車両使用に関す

る費用として、53万167円というふうにありますが、

どのような車両をお使いになったのか。そしてまた、

現在習得率はどれぐらいなのか。また、保険証との紐

付けはどれぐらいなのか。分かる範囲で教えていただ

きたいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 暫時休憩します。 

 

              休 憩 午後２時１分  

              再 開 午後２時３分  

 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 髙橋委員。 

◎髙 橋 隆 雄 委員 

 大変失礼しました。１問飛ばして言ったのと、１問

１答ということで、多く質問してしまいましたので、

訂正して質問をさせていただきます。 

 令和４年度の尾花沢市歳入歳出決算書192ページ、

10款４項２目、中央公民館費のうち、18番の負担金補

助金、補助及び交付金のうち、不用額351万1,028円と

あります。使われなかった理由についてお聞きします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 社会教育課長。 

◎社会教育課長（鈴 木   賢 君） 

 お答えします。中央公民館費の18節、負担金補助金

及び交付金の不用額351万1,028円とある部分でありま

す。こちら社会教育事業の大きな事業の中で、５つほ

ど分類になります。なお193ページの中で上からです

けれども、はたちのつどい、昨年度15万円かける２つ

で行っておったんですけれども、子どもたちの成人者

の経費も安く、そして打ち上げ等もしなかった部分で

20万円ほどが不用となります。また地域青年エネルギ

ッシュ事業関係も、若者たちの事業でありますが、機

材の借り上げ、企業の支援もありまして、30万円ほど

不用となりました。女性のワーク・ライフバ・ランス、

先ほど菅藤委員にもお答えしましたけれども、５件分

ほど取っておりましたが、年度末１社のみの申請であ

りまして、40万円ほどの残があります。メインの一番

大きかった不用額でありましたけれども、地域活性化

事業の交付金がございます。５地区の公民館事業、こ

ちらのほうもコロナ禍の事業で中止になり、そして精

算は最後の３月の末で精算ということで、補正に間に

合わなかったというふうな部分もあります。また公民

館の各集落公民館の分館の補助整備事業のほうも、19

万円ほどの不用がありまして、トータルしての351万

円でありました。 

 コロナ禍であり、地域づくりを中心とした市民が集

う事業が中止せざるを得ない状況にあったことで、３

月補正にて減額すべき事業もありましたけれども、不

用額の大部分が地域活性化事業になりまして、年度末

直前の精算であったことということで減額補正を行っ

ていませんでした。今後、定期的な事業精査をしなが

ら、補正減額できるものは適切に対応したいと思いま

す。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 髙橋委員。 

◎髙 橋 隆 雄 委員 

 金額がちょっと大きかったので確認したところです。

確認いたしました。 

 それでは次に実績報告書27ページ、２款３項１目で

あります。事業名、マイナンバーカード取得促進事業

で、マイナンバーカード作成申請受付及び交付に関す

る事務費として、721万3,365円の内容をお聞かせくだ

さい。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（永 沢 八重子 君） 

 マイナンバー取得促進事業の内容についてお答えい

たします。主なものといたしましては、社会保険料を

含めた職員の人件費といたしまして451万4,000円。マ

イナンバーカード等の郵送料といたしまして170万

1,000円。消耗品費44万6,000円。そのほか、カード申

請を行うための専用の機器がございまして、それのリ

ース料と通信運搬費等となっております。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 髙橋委員。 

◎髙 橋 隆 雄 委員 

 721万3,365円の内訳、了解しました。続きまして個

別訪問による申請受付のために車両を使ったようです。

53万167円とありますが、どのような車両を使ったの

でしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 



 市民税務課長。 

◎市民税務課長（永 沢 八重子 君） 

 個別訪問の車両についてでございますが、こちらの

ほうは、高齢であったり、施設に入所しているという

ことで、なかなか市役所までカード申請に行けない方

のために、個別訪問をするための借り上げをした車で

して、レンタカーになっております。カード申請に特

化した特別な特殊車両ということではなくて、バンタ

イプの軽自動車となっております。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 髙橋委員。 

◎髙 橋 隆 雄 委員 

 了解しました。ではマイナンバーカードの習得率、

また保険証との紐付けは現在どのようになっているか

お聞かせください。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（永 沢 八重子 君） 

 それでは私のほうからは取得率をご回答させていた

だきまして、保険証との紐付けについては健康増進課

長からお答えさせていただきたいと思います。 

 マイナンバーカードの取得率につきましては、令和

５年８月末現在で交付率84.3％となっております。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 健康増進課長。 

◎健康増進課長（小 埜 和 広 君） 

 当課からは、当課で把握できております国民健康保

険の方々と後期高齢者医療保険の方々につきまして、

登録率を申し上げます。国民健康保険の方につきまし

ては67.5％、後期高齢者医療保険の方については

58.7％となっております。それぞれ国保連また後期高

齢者医療保険広域連合のほうから、３ヵ月に一度ご報

告をいただけるようなことになっておりまして、ちょ

っと時点については古いものもあるんですけれども、

現段階において把握しておりますが、このような状況

です。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 髙橋委員。 

◎髙 橋 隆 雄 委員 

 理解いたしました。84.3％ということで、高い習得

率だと思います。今後ともですね、丁寧な対応で習得

率を上げていただきたいというふうに思います。 

 続きまして実績報告書45ページ、３款２項４目であ

ります。放課後児童クラブ支援事業、放課後児童支援

などの処遇改善事業、新型コロナウイルス感染対策支

援事業についてですが、実施内容にあります支援キャ

リアアップ補助に237万9,000円とあります。この内容

をお聞かせください。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 それでは私のほうからは、３款２項４目の放課後児

童クラブ支援事業、処遇改善事業、新型コロナウイル

ス感染症対策支援事業のうち、尾花沢市放課後児童ク

ラブ、放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

補助金の内容について申し上げます。 

 目的といたしましては、児童福祉法及び放課後児童

健全事業の設置及び運営に関する基準に基づく事業を

行う者に対して、放課後児童支援員の処遇、いわゆる

賃金について、平均に基づいた処遇改善を促進し、児

童の安全安心な居場所確保と、健全な育成に資するこ

とを目的とし、研修を受けた者や５年以上のキャリア

を積んだ者を対象に放課後児童クラブに対して支給補

助するものでございます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 髙橋委員。 

◎髙 橋 隆 雄 委員 

 放課後クラブを利用する生徒も児童も大変多くなっ

てきていると思いますので、指導員の方も対応も大変

だと思いますが、そういったキャリアアップを図りな

がら、子どもたちの安全な見守りをやっていただけれ

ばと思います。これをもちまして私の質問を終わらせ

ていただきます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 ここで15分、ここで15分間休憩いたします。 

 

              休 憩 午後２時12分  

              再 開 午後２時27分  

 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 それでは再開いたします。 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 それでは私のほうから質疑させていただきます。 

 実績報告書のほうから質疑いただきます。39ページ、

上段、３款１項１目、民生委員児童委員活動費交付金

について、詳細について説明を、事業内容について説

明をお願いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 



◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 民生委員児童委員活動事業のうちの、活動費交付金

について申し上げます。この目的としましては、民生

委員児童委員及び主任児童委員の活動の充実を図るた

めでございます。活動費としまして１人当たり６万

5,200円、こちらのほう及び各地区の民生委員、協議

会のほうの会長、協議会のほうにつきまして、５地区

ありますけれども、１地区当たり１万500円、こちら

のほう交付しております。 

 民生委員、児童委員につきましては62名、欠員もあ

りますけれども62名おりますので、端数もありまして

合計して391万169円という内容にございます。以上で

す。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 各地区の合計で62名ということでありますが、人数

については不足はなかったのかお聞かせください。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 主任児童委員には不足はございませんでした。欠員

地区につきましては、若葉町、新町東、下柳、寺町、

銀山、その３つの地区の合同のものでありまして、合

計３名が欠員になっております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 各地区で選ばれている人数のほうが、頑張っていら

っしゃるなというところが分かるところであります。

ただこの足りないところということで、補充の方法と

いうことについては何か、協力をしているところとい

うのはないのでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 今欠員を生じている地区におきましては、区長さん

と連携を取っている次第でございます。若葉町、新町

東地区におきましては、候補者の推薦がありましたの

で、こちらにつきましては推薦会のほうを近々開催し

たいなとこのように思っております。下柳、寺町、銀

山地区につきましては、地区の区長さんと連携して候

補者をただ今選定中でございます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 候補者がいるということで、まずはその方に十分な

説明をしていただいて、協力いただけるようにという

ことで進めていただければというふうに思います。 

 民生委員の方の研修会等というのは、何か企画され

ていたでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 令和４年度の決算におきましては、この活動の目的

としましては、民生委員活動のさらなる充実を図るた

め、先進地視察をしているわけでございますけれども、

４年度につきましては、「山形県沖地震から学ぶ地域

と避難施設を結ぶ役割」と題して、鶴岡市温海地区の

ほうへ先進地視察を行っております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 大規模災害等での活躍といいますか、その安否確認

というところがあるというふうに聞いておりますので、

その実状を実際の活動の中で、みんなが共有するとい

うような活動ができているということですので、継続

して進めていただきたいなというふうに思います。 

 続きまして同じく39ページ、地域福祉推進事業補助

金についてご説明お願いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 実績報告書の39ページにございます、地域福祉活動

推進事業におきましては、まずはこちらのほう、２項

目ございます。福祉活動専門員の設置事業補助金につ

きましては、尾花沢市社会福祉協議会におきまして、

こちらのほう補助金のほうを支給しております。もう

１つの地域福祉推進事業費補助金につきましては、こ

ちらのほうも社会福祉協議会の事業でございますけれ

ども、中身としましては、地域福祉ネットワーク、福

祉隣組事業及び、ふれあいいきいきサロン事業、こち

らのほうに補助金を支給しております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 地域が元気になるというところから、ふれあいいき

いきサロンという名称になっているというふうに思い

ますが、そこの交付金、補助金ということであります

ので、活動の内容については十分周知されていると思



いますが、交付後のフォローについては何かやられて

いることはないでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 ただ今、委員のほうからは、ふれあいいきいきサロ

ンのことについてでありました。高齢者の交流親睦の

場づくりということで、社会福祉協議会のほうで事業

をしているわけでございますけれども、報告がありま

したところ44集落23団体、延べ実施回数55回実施して

いるとのことでございます。福祉としましても、先ほ

どもありましたとおりに、民事協、民生児童委員連絡

協議会のほうが月１回、５地区、年間で10数回ありま

すけれども、５地区それぞれであるわけでございます。

そちらの際にですね、民生委員さん及び社会福祉協議

会の職員も入りますので、そちらのほうで情報交換し

ながらですね、バックアップにつきましても、市とし

ても後押ししていっていると思っております。以上で

す。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 補助金を出して終わりということではなくて、非常

にいろいろな形でバックアップ、後押しということが

ありますので、今後も継続して進めていただきたいな

というふうに思います。 

 あと地域福祉ネットワークということ、福祉隣組と

いうことなんですが、これについては、該当する団体

とは何団体ぐらいあるんでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 何団体という申しますか、対象世帯139世帯に対し

て福祉協力員259名、こちらのほうが対応し、そのほ

かに、地域福祉協力員19名、合計して278名が活動い

たしております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 139世帯ということで、278名の活動をしているとい

うことですので、いろいろな形で安全、安心安全な生

活ができているのかなというふうに、その一助してい

ただいているのかなというふうに思います。今後も活

動を十分後押ししていただいて、福祉隣組ネットワー

クのほうの構築を進めていただきたいなというふうに

思います。 

 続きまして、40ページ中段の老人福祉事業について、

内容についてご説明お願いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 老人福祉事業につきましては、敬老会事業のほうに

も補助金を支出しております。敬老会の開催でありま

すけれども、37ヵ所で開催しまして、対象者数3,041

名でありました。そのほか高齢者祝品等支給をいたし

ておりまして、喜寿の方が168名、そして米寿の方が

186名、こちらのほう、実績報告書に記載していると

おりでありますけれども、喜寿の方には写真撮影、米

寿の方には記念品、白寿の方には上の畑焼の鉢、そし

て長寿の方には現金のほう10万円のほうを支給してお

ります。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 記念品、あとその現金ということでありますが、そ

の中にその喜寿の写真というのがありますけれども、

撮られる方、撮られない方ということで、選択ができ

るのでないかと思いますが、その辺のところはどのよ

うに対応されていますか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（吉 野 真 広 君） 

 先ほど私のほう、基準の対象者168名というふうに

答弁させていただきました。その中で写真撮影の方は

125名おりまして、辞退というか、別のものというこ

とで43名の方がございました。その方につきましては、

代替記念品といたしまして、花笠商品券のほうを支給

いたしております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 写真を撮らないという方の選択肢もあるということ

で、そのフォローもされているということで、必ずそ

の写真を撮らなきゃいけないということではないとい

うことで理解させていただきました。 

 敬老会開催37ヵ所というふうにありますが、この中

で市長がお祝いに行ったところというのは何件かある

でしょうか。市長お願いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 市長。 



◎市 長（結 城   裕 君） 

 委員長、賀詞伝達というようなことでよろしいでし

ょうか。敬老会、そういう意味では、ちょっと詳細の

把握は私もちょっと確認できませんが、私がお邪魔し

て賀詞を伝達している場合、そして敬老会のほうにも、

また近々参加させていただくというふうなことは、も

うかなりの数参加させていただいるということであり

ます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 敬老会の開催ということでの助成金もありますが、

実際にそのお祝いの言葉を述べていただくというのが、

非常に地区で集まった中での力になるかというふうに

思いますので、ぜひお声掛けあった時には参加をして

いただければというふうに思います。 

 では次に84ページ、すいません、40ページもう１つ

ありました。老人保護措置事業について、内容につい

てお願いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 福祉事務所長。 

◎福祉事務所長（吉 野 真 広 君） 

 老人保護措置事業でございますけれども、こちらの

ほうは老人福祉法に則りましてですね、健康上の理由

及び経済的な理由で老人ホーム、養護老人ホームのほ

うに入所している、入所する措置事業でございます。

こちらのほうにつきましては、尾花沢市で昨年まであ

りました万寿荘を含めですね、昨年度中は24名の方が

入所しておりました。こちらのほうでは、実績のほう

では延べ人数ということで、264名ということで掲載

しておりますけれども、月、年度当初、年度途中で入

退所という部分もございますので、こちらのほうは月

何名ということになりますので、延べ人数での掲載に

なっております。１人当たり措置費としまして、月額

20万円強の措置費を支払っております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 万寿荘のほうが閉めるということで、そこのところ

が非常に気になっていたところでした。ただ、老人保

護措置事業ということで、国のほうの事業の中で、で

きるところということで、尾花沢のほうの定員数に対

して定員割れがあってということでないかと思います

が、非常に尾花沢にいて、尾花沢に生まれて、ほかの

ところでその生活をするということについては、私は

できれば尾花沢のところで、尾花沢の近くで生活がで

きるということが１つ必要なんじゃないかなというふ

うに思いますので、今回は万寿荘のほうはもう辞めま

す、閉めますということですので、この辺のところは、

仕方ないのかなということがありますので、できれば

尾花沢の人は尾花沢でというのが私の気持ちでした。 

 次に84ページ、上段の尾花沢市観光物産協会補助金

というところで、この内容について説明をお願いしま

す。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。尾花沢市観光物産協会の補助金

というふうなことであります。こちらのほうは一般社

団法人尾花沢市観光物産協会補助金の交付要綱があり

ます。それに基づいてその協会の円滑な運営を図るた

めに、その事業に要する経費について補助金を交付し

ております。令和４年度の実績については、943万

8,000円というような実績であります。その補助金の

交付対象となる経費については、まず１つが観光宣伝

及び誘客イベント等の開催、あとは協会の運営に対し

て予算の範囲内での交付となっております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 補助金交付要綱ということで、大きく２つ、観光宣

伝及び誘客イベント等の開催、もう１つが協会の運営

ということがありますが、昨年、協会のほうが事務所

のほう移転があったんですが、その費用等については、

この費用の中に入っていたかどうか、分かれば教えて

いただきたい。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 あくまでも運営費の補助というふうなことでの補助

金になっております。ですので、事務所の移転の関係

の費用という部分では入ってございません。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 報告書の中に、収支決算報告も出すというふうにな

っていますので、その中でしっかりと確認ができてい

るのではないかなというふうに思いますが、非常に急

にパレットスクエアのほうが閉めて、移転先を探さな

きゃいけないという中で、非常に苦労されて、引っ越



し等されて、慣れないところでの作業になっていたの

かなというふうに思いますので、今後も運営について

は、しっかりとフォローしていただいて、やっていた

だければというふうに思います。 

 あと次に84ページ、中段の徳良湖スノーランド事業

について、業務委託ということになっていますが、こ

の内容についてご説明お願いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 お答えいたします。徳良湖のスノーランド事業とい

うようなことで、こちらのほう、運営管理等の業務委

託というふうなことで357万5,000円になります。こち

らの委託料の部分については、人件費であったり、会

場整備費、乗り物の借り上げ、チラシ等の印刷製本費、

コンテナ、看板設置の撤去費用等が入っております。

以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 運営全般について、業務委託という内容での、市で

は運営ができないところをしていただいているという

ふうに認識してよろしいかと思います。その中で、車

両の借り上げとあるんですけれども、車両の修理費等

も含まれるということでよろしかったですか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 車両の借上費というふうなことで、委託料の中に入

っております。あくまでも車両の部分、運営の部分の、

例えばスノーモービルであったり、スノーバギーであ

ったり、そちらの部分については、業務の受託者のも

のであります。そちらのほうを市で借りているという

ふうなことで、業務委託料の中にその車両の借上料と

いうことで含めて委託をしているところであります。

修繕等については、その受託者のほうで行っていただ

くことでの考え方であります。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 借り上げの中に修理も含まれるということで、メン

テナンスということで、それも含まれるということで、

それぞれにやはり、機械を維持していくということの

費用ということで、その分が借り上げの中に入ってい

るということで、入ってない、すいません、あくまで

もその車を借り上げるところだけということですかね。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 先ほどのスノーモービルとスノーバギーについては、

あくまでも受託者側のほうのものを、市のほうでお借

りするような形になっております。ですので、修繕等

については、その受託者側のほうで行っていただくと

いうふうなことで、市のほうではその借上料として、

全体のその他の維持管理も、その他も含めて、業務委

託料として支払いしておりますので、修繕等、バギー

とかの部分については、受託者のほうで行っていただ

くというふうなことであります。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 ちょっと私の認識のほうが、その借上料の中に、そ

の修繕も含むというふうに先ほど発言したんですが、

修繕、メンテナンスについては、この借り上げの中に

は含まないということでの回答だということで、やは

り季節、冬季だけの運用ということで、非常に維持管

理も大変なのかなというところがありますので、今後

いろいろと状況を見ながら、ぜひその辺のところも、

何かいい方法がないか、お願いしたいなというふうに

思います。今後、やはり台湾からのお客さんも増えて

きて、賑わうということであれば、車両の稼働時間、

回数も非常に増えてくるのではないかというふうに思

いますので、その中で、来たけど動かなかったとか、

できなかったというようなことがないような支援のほ

うをぜひお願いしたいというふうに思います。 

 では次に90ページ、一番下のところになりますけれ

ども、御所山荘、利用者２名ということですが、決算

書149ページ、この一番下の段のところですけれども、

御所山荘ということで、水質検査から給水設備保全と

いうところが、合計で74万3,050円になるんですけれ

ども、この費用がどういうふうに理解してよろしいで

しょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 山荘の運営費というふうなことでの部分かと思いま

すけれども、まず実績報告書の利用者２名というもの

は、あくまでも山荘、あちらの部分については、避難

小屋とウォーキングセンターというふうなことでの、

利用のほうが分かれております。御所山荘のほうに向



かって左側がウォーキングセンターの扱いで、右側の

ほうが避難小屋というようなことでの、年間を通じた

利用をしていく避難小屋としての扱いになっておりま

す。実績報告の中での２名という利用については、使

用する際には、こちらの部分については指定管理とい

うことで、ふるさと振興公社さんのほうにお願いして

おります。管理人ということで、５月から11月まで配

置をしていただいております。その中で花笠高原荘の

ほうに事前に予約していただいて、あくまでも山荘の

ほうを利用した方の２名というふうなことになってお

ります。あと先ほどの委託料の関係でありますけれど

も、ウォーキングセンター、あとは避難小屋含めた運

営に関わる、維持管理に関わる委託料というふうな形

での考えであります。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 丁寧な説明ありがとうございます。御所山荘という

ふうに一括りになっていますが、避難小屋ということ

での機能ということと、あと事前に予約をして利用さ

れた方が２名ということで、管理のほうは麓のほうで

やっていくということですが、やはり登山道、だいぶ

荒れているという話をお伺いします。以前だと御宝前

コース、クラビということで、何種、何ルートか、登

山のルートがあったんですけれども、そこのところの

利用ということでは、台帳等備え付けて、入山の書く

ようなものが必要なんじゃないかなというふうに思い

ますが、その辺のところは、管理をされているのかお

伺いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（齊 藤 孝 行 君） 

 入山の届け出ではありますけれども、まず、避難小

屋の部分のほうに、一応利用者簿ということで、常時

置いておるような形になっております。あとは基本的

に行く場合には、管理人のほうに出して、山荘の管理

人のほうに出していただくというふうなことでの、基

本的な考えになっているのかなと思っております。以

上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 入山の台帳があるということで、非常時、異常時と

いうことでの対応が必要な時には、できるのかなとい

うふうに思うところです。どうしても夏山がメインに

なりますが、何か冬なんかも来る方がいるということ

がありますので、その辺のところは少し、今後は対応

が必要になってくるのかなというふうに感じていると

ころです。 

 あと次に97ページ、住宅リフォーム支援事業という

ことで、土屋委員のほうからも質疑がありましたが、

私のところからは、この申し込み全てに対応できてい

たのかどうかお伺いいたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 申し込み全てに対応できておったかということでご

ざいますけれども、まず当初予算のほうで4,000万円

予算化しておりまして、補正予算で1,000万円をさら

に追加して、計5,000万円の予算で事業を実施してお

ります。補正予算の可決までの間、予算のその残とい

いますか、の関係で一時申し込み受付を停止ところは

ございますけれども、補正予算可決後に申し込みがあ

った方に全て連絡をして、全て対応しておりますので、

全員、申し込みのあった方全員に対応しているという

状況でございます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 申し込みあった方全員にということで、大変頑張っ

ていただいているところかなということと、あとやは

り、雪対策等について市民の皆さんの、非常にここを

直しておけばという切なる思いがあるのでないかとい

うふうに感じるところです。その事業の中で、消雪だ

けとか、あとそのほかの何か消雪でこんなところがあ

ったというところは、何か報告できるようなところが

あればお願いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 消雪の事業が何件あったかという資料が今手元にご

ざいませんけれども、この建設課のリフォームのほう

の事業の中では、消雪のほうの事業にも対応している

というところでございます。ただ、詳細はちょっと後

ほどになります。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 件数については分からないと、数えていないという

ことですが、やはりその融雪装置についてのリフォー



ムもあったのかなということで、非常にやっぱり雪に

対する対策が、皆さんそれぞれにあるのかなというふ

うに思いました。 

 次に97ページ、同じく97ページの下段、荒楯地区分

譲宅地定住支援事業について、１件ということで、実

績のほうありますが、これで10区画全部完売というこ

とでよろしかったでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 昨年度の最後の１区画が売れたということで完売と

いう形になります。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 10区画完売ということで、購入された方からの要望

等とかを、聞き取りとかはされていませんか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 売買契約の際の購入者からの要望等は特にございま

せんでしたが、今年度に入りまして、荒楯地区の区長

さんと居住者の方からの、いわゆる緑地の部分が今砂

利になっている分ございまして、そこを芝生にしてい

ただきたいというのが、要望のほうが来ておる状況で

ございます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 10区画、契約時には特にないということなんですが、

やはり住んでみて、ここにこんなのがというところが

あるかと思いますので、しっかりと要望を聞いていた

だいて、対応のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 次に不良住宅、99ページです。不良住宅除却促進事

業についてですけれども、ここも申し込み全てについ

て対応できたのかどうかお願いします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 こちらにつきまして、当初予算のほうで、15件分、

100万円の15件分ということで1,500万円、予算化して

おります。申請のほう、最初当初16件あったというこ

とで、途中で補正予算のほうを１件分、100万円のほ

うを追加いたしまして対応しておったところだったん

ですけれども、16名のうち１名が、資金といいますか、

金銭的理由から事業断念したという形になってござい

まして、結果的には15件分、1,500万円ということで、

全員分対応しているところでございます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 安井委員。 

◎安 井 一 義 委員 

 申し込み全てに対応ということで、やはりその国で

定める基準ということで、点数があって、それに該当

しないというところがあるんですけれども、やはり建

て替えということで、スクラッチアンドビルド、壊し

て建てるというところが、本来であればリニューアル

ではなくて、きちんと物を作っていくという形になる

かと思います。ただそれが、なかなかできていないと

いう中での事業になりますので、しっかりと点数等の

確認もしていただきながら、しっかりと事業のほう、

また進めていただければというふうに思います。以上

で私からの質疑を終わります。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 それでは続きまして、私のほうから質疑させていた

だきます。資料は、各々の両方でいうことでいきたい

と思います。 

 まず決算書95ページになります。２款１項12目12節、

報告書17ページになります。中段ですが、防災行政無

線整備事業になります。このうち、設置件数38件とあ

りますけれども、これは戸別受信機を指すのでしょう

か。それと、主にどこの地区に設置したのか。また今

までですね、これ重複しますけれども、もう一度お聞

きします。今までに設置状況は、どこの地区に何件ほ

ど設置したのかお願いいたします。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。38件、こちらのほうは戸別受信

機の設置件数となります。令和４年度設置件数38件の

内訳ですが、土砂災害警戒区域、浸水想定区域、ガケ

地区域などの災害発生時に、危険が想定される区域に

住んでいる世帯に貸与となり、設置となっておるとこ

ろでございます。令和４年度の設置件数は38件、その

うちの行政区としての設置件数は本町が３件、福原地

区が５件、宮沢地区が12件、玉野地区10件、常盤地区

８件の38件です。今までの設置件数、今現在205件と

いうことで、そちらの行政区割りとしましては、本町

地区69件、福原地区39件、宮沢地区37件、玉野地区29



件、常盤地区31件の205件です。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 ちょっと合計、聞きそびれました。200件ほどとい

うことでありますけれども、これ各区長92名ほどおり

ますけれども、その区長の設置も含めた数でよろしい

でしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。今まで205件設置、今日現在あ

るところなんですけれども、区長、92名ほど区長いる

中の自主防災会長のうち、74件希望するということで、

74件区長が設置なっているところです。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 分かりました。205件のうち区長等が74件、そのほ

かおおむね130件ほどは、各警戒区域に所在する世帯

に付いているのだということで了解、承っておきます。 

 それから同じく報告書の17ページのところの、その

他の委託料と。２万4,200円。金額は少ないんですけ

れども、その他の委託料というのは、どういう委託料

になるんでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。こちらのほうは、戸別受信機設

置しているご家庭、住居の転居ということで、その撤

去業務委託料になってございます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 分かりました。それではもう１つですね。ここの一

番下の防災行政無線電話応答装置購入とありますけれ

ども、この応答装置というのは、具体的にどのような

ものなんでしょうか。そしてまたその購入費ですね、

490万6,000円ということありますけれども、これ何件

付けたから、１個がなんぼでということで、ちょっと

詳細のほう、分かれば教えていただきたいと思います。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。電話応答装置は、防災行政無線

からの放送が聞きにくい、聞き取りにくい方、また聞

き逃した方への対策として整備しているものです。災

害時における避難指示といった緊急情報を、住民に対

し迅速かつ確実に伝達するものとして整備するもので

ございます。各家庭のほうにはシール、公式ホームペ

ージ、また４月市報、等々に掲載して広報に努めてい

るところでございます。 

 購入費490万6,000円の内訳ですが、電話応答装置、

ソフトウェア込みですけれども、サーバー購入として、

95％ほどサーバー購入費となってございます。あと無

停電電源装置、ＵＰＳですけれども、とあとその他諸

経費ということで、その他経費となっているところで

す。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 ちょっと勉強不足で大変申し訳ないんですけれども、

私は防災行政無線電話応答装置というのを、ちょっと

見たことないんですよ。それでサーバーが95％ほどな

るということで、どういう、電話機をその家庭に置く

のかですね。防災無線機器は先ほど言った、200機ほ

ど付けているんでしょうけれども。この電話機という

のは、違う電話機があって、それをこう取り付けると

いうのか、それとも、各家庭の電話機にこのサーバー

で無線を飛ばすのか。そういったところちょっと教え

て、 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員に申し上げてよろしいでしょうか。質疑は

簡潔に、要点明確に発言いただきますようお願いした

いと思います。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 じゃあこの内訳、応答装置の具体的に教えてくださ

い。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。電話応答装置、サーバーとなり

まして、そちらのほう防災無線室のほうに設置してご

ざいます。各家庭、電話番号は24-1321、こちらに電

話していただくと、サーバーのほうにつながりまして、

災害情報が入るということになってございます。その

仕組みになってございます。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 



 説明で分かりました。誰でもかけれるということで

すね。はい、分かりました。 

 続きまして、報告書18ページの、次のページの下段

ですね。避難所機能強化等推進事業で、指定避難所用

非常食、まとめてみますと、米、水、パン及び毛布、

この備蓄の場所はどこでしょう。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。指定避難所用非常食、米、水、

パン及び毛布の備蓄場所でございますけれども、アル

ファ米2,700食、あと長期保存用の飲料水、こちらの

ほうはサルナート旧研修棟の１階に保存してございま

す。非常食、パンもサルナート旧研修棟１階に保存し

ております。あと避難所用の毛布1,000枚ですけれど

も、こちらのほうはサルナート旧研修棟の２階の部分

に保存してございます。最後に、乳幼児ミルク、ヘル

メット等などの部分については、市役所３階の防災倉

庫に保存しております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 今確認しましたら比較的分散して、同じ場所ではな

いということですよね。それではですね、重複いたし

ますけれども、今まで備蓄している総数とですね、そ

れからその備蓄の場所、分かる範囲で結構ですので教

えてください。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。今までの備蓄の総数、そして備

蓄場所ということですけれども、備蓄場所については

主だったものだけお答えさせていただきたいと思いま

す。アルファ米が総数１万1,554食ございます。こち

らのほうは、旧研修棟と、あとは各地区公民館、上柳

増進施設、あと毒沢のし尿処理施設、そして市役所防

災倉庫という形に備蓄してございます。 

 アルファ米の白粥です。お粥ですけれども、そちら

のほうは長寿園、特養おばなざわなどに備蓄してござ

います。あと非常食用パン、こちらのほうはサルナー

ト旧研修棟に置いております。あと飲料水、こちらの

ほうは１万2,318本ございます。備蓄場所は、旧研修

棟、各中学校、武道館、あと各地区公民館、上柳増進

施設、そして毒沢のし尿処理施設というところに保存

してございます。 

 あと避難所用毛布、6,817枚あります。こちらのほ

うの備蓄場所は、旧研修棟、各中学校、各地区公民館、

あと上柳増進施設、あと市役所の防災倉庫に保存して

います。 

 あと簡易トイレとしまして、１万6,800個ございま

す。こちらのほうは防災倉庫並び小学校、中学校、北

村山高校、武道館など、ほぼ全ての指定避難所等々に

備蓄しているところです。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 ただ今のを聞いて比較的分散されているなというふ

うに私は思いました。逆にですね、あるところに災害

が起きた時に、それを搬送する時にですね、これがど

こだ、これがどこだと、こう選ぶのがちょっと大変な

のかなというような気がしました。 

 続きましてですね、これからの備蓄の目標数ですね、

もう今、確認しましたけれども、もうこれからももっ

といろんなもの、端的に言いますか、これからの目標

数について教えてください。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 防災危機管理課長。 

◎防災危機管理課長（間 宮   明 君） 

 お答えいたします。これからの備蓄目標数はという

ことで、こちらのほうあの平成30年に策定しました備

蓄配備計画に基づきまして、今日に至っているところ

です。まずは40の指定避難所のうち、配備対象施設を

限定しまして、5,800人分の収容人員と、400人分の銀

山温泉宿泊者、合計6,200人分を基準として、算定し

ているところです。よって計算等々踏まえまして、１

日３食分として、非常食については１万1,700食を目

標としております。毛布については１万2,400枚を配

備基準の目標としております。非常食につきましては、

ローリングストックということで、使用する、補充す

る、備えるを考慮としまして、毎年度、アルファ米を

2,300食、飲料水を1,200本そして福祉避難所用として

アルファ米のお粥、こちら200食を年間配備基準とし

て毎年度購入する形で考えております。 

 毛布については、１万2,400枚が目標に対して、今

現在約6,800枚、半分の保管量ですので、今後６年間、

毎年1,000枚ずつ購入しまして６年間、目標達成にし

ていきたいと考えているところです。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 



 今の数を確認しまして、十分だなと思いました。あ

んまり逆にですね、分散しますとですね、今度持って

行きたいところに持ってく時に、非常に時間が集約し

てかかると思いますので、ある程度は集積して置いて、

今ぐらいの分散配置で結構だと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 続きまして報告報告書の26ページの上段ですね、こ

れ以前にも一般質問かであったと思いますけれども、

この区長会事業でございます。これ区長謝礼が92地区

で、1,561万1,600円となっております。これ１人年平

均ですね。世帯数を考慮しないでですね、平均で17万

円と、計算するとなります。月平均にしますと、約１

万4,000円でございます。燃料費高騰の折もありまし

てですね、もう少し、上げることはできないのかと。

例えば一例ですね、月平均6,000円をプラスしますと、

約２万円になると思いますけれども、これで全体です

ね、660万円ぐらいプラスすれば、できると思うんで

すけれども、いかがでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（永  沢八重子 君） 

 区長謝礼についてお答えさせていただきます。謝礼

につきましては、戸数に関わらず、一律に支給する均

等割が９万3,000円、世帯数に応じて支給する世帯割

を１世帯当たり1,400円支給しております。さらに、

令和３年度からは、各地区の代表区長であります連合

区長会の会長に１万8,000円、副会長のほうに１万

2,000円加算しております。 

 謝礼をもう少し上げることはできないかとのお尋ね

でございますが、県内13市の状況を見ますと、尾花沢

市の謝礼は13市の中でも高い水準にあります。また今

年度からは、広報紙の配布を２回から１回にするなど、

区長負担の軽減も図っているところでありますので、

今のところ増額の検討は行っておりませんが、今後と

も、県内自治体の状況や、区長さんへの負担など総合

的に判断しまして、報酬額については、決定していき

たいと考えているところです。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 分かりました。各市町村と比べても高いほうにある

ということですので、納得いたしました。今仰られま

したように、各市町村の状況を見て判断していきたい

ということですので、ぜひそのようにお願いしたいと

いうふうに思います。 

 続きましてですね、決算書101ページですね、だか

ら、これの２款３項１目の7節、報償費ですかね。そ

れから報告書は27ページの下段になります。結婚祝

品・出産祝品支援事業でございます。この中で、結婚

祝品、対象件数が36件となっておりまして、支給額が

150万6,000円とありますが、この結婚祝品５万円であ

ればですね、計算すると、支給額は180万円と、ざっ

と計算するとなるんですけれども、これは150万6,000

円となっているのは、どういうことからこのようにな

っているんでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（永 沢 八重子 君） 

 結婚祝い品についてでありますけれども、ちょっと

あの記載が並列に記載されておりますので、誤解を与

えてしまったところがあるかと思いますが、結婚祝い

品の対象件数36件といいますのは、婚姻届、令和４年

度中に婚姻届があって、祝い品を贈呈した件数となり

ます。支給額150万6,000円につきましては、令和４年

度中にその贈呈されました祝い品を引き換えをしまし

て、使用した分に伴う支払額になっておりますので、

そこの件数と支給額というのは、ちょっとリンクしな

い状況になっております。その次の段の出産祝い品に

ついても同じでございます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 ちょっと難しかったんですけれど、こういうことで

よろしいですか。36件分を出産祝い金と、それから商

品券でまずやったということで、令和４年度に商品券

が使わずに残ったので、この、150万円ですか、150万

6,000円となったと、というのでよろしいですか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（永 沢 八重子 君） 

 はい、そうです。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 続きまして、先ほどちらっとと言いましたけれども、

その後のですね出産祝い品、対象件数44件、支給額

454万9,000円でありますけれども、これ出産祝い金10

万円と出産祝い品5,000円ということで、支給額が462

万円になるんですけれども、これ少なくなったという

のは、今のような考えでよろしいですか。 



◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 市民税務課長。 

◎市民税務課長（永 沢 八重子 君） 

 結婚祝い品で申し上げたのと同じ考えでございます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 今の回答で分かりました。続きまして、決算書の

173ページですかね。ちょっと飛びますけれども、９

款１項２目１節、報酬であります。報告書は102ペー

ジの上段にあります、102ページの上段になりますね。

非常備消防事業になります。消防団員等報酬2,094万

3,914円となっておりますね。その括弧書き、２行の

括弧書きですね、消防団員のほう546名となっており

ます。同じくですねその右側の103ページの（３）の

消防団員構成というところありますよね。これの合計、

右下の合計が534名となって、若干12名ほどですけれ

ども、これ違ってますけれども、その違いはなんなん

でしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 消防本部総務課長。 

◎消防本部総務課長（折 原 幸 二 君） 

 菅野委員にお答えいたします。消防団員の団員数の

違いについてですけれども、実績報告書102ページの

消防団員等報酬の消防団員数546名は、令和４年４月

１日現在の団員数です。それで実績報告書の103ペー

ジ、次のページになりますが、表３の消防団員構成の

合計人数534名は、令和５年３月31日現在での団員数

となります。この差については、令和４年度中の消防

団員の途中入団、途中退団者があったためで、12名減

になっております。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 その違いは分かりました。ただ単なる数字のミスで

はないということ確認いたしました。 

 続きまして報告書102ページ、今の同じ項目で、消

防団各種出動報酬465万9,500円、これ同じく103ペー

ジのですね（１）、右ページになります、（１）の火災

発生件数及び損害額の中で、令和４年の尾花沢市の発

生件数７件となっていまして、これに出動した分の報

酬と見ていいのでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 消防本部総務課長。 

◎消防本部総務課長（折 原 幸 二 君） 

 お答えいたします。消防団の各種出動報酬の内訳に

ついてですけれども、消防団員が出動した火災、風水

害、各種訓練、警戒警備、防火広報等の出動報酬、合

わせて465万9,500円となります。以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 そうしましたらこの1,106万300円というのは、この

中にこの火災に出動した分も含まれているということ

でよろしいのですね。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 消防本部総務課長。 

◎消防本部総務課長（折 原 幸 二 君） 

 そのとおりです。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 またそれとですね、ここの同じくこの表の中なんで

すけどね、103ページの令和４年の尾花沢市の損害額

とありますね、1,160万3,000円、この損害額というの

は、どういうことなんでしょうか。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 消防本部総務課長。 

◎消防本部総務課長（折 原 幸 二 君） 

 お答えいたします。損害額については、令和４年中

に尾花沢市で発生した火災に伴う損害額で、焼損した、

火災により焼損した建物、内容物、車両等の損害額と

なります。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 菅野委員。 

◎菅 野 喜 昭 委員 

 これ各損傷した家屋等の損害額ということで承りま

した。それにしてはちょっと少ないのかなと思いまし

たけれども、確認いたしました。以上で私の質疑は終

わらせていただきます。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 建設課長。 

◎建設課長（鈴 木   敏 君） 

 貴重な時間をお借りして申しわけございません。先

ほどの安井委員からございました、質問ございました

リフォーム補助のうちの、消雪関係の件数についてお

答えします。消雪装置の件数は10件となっております。

以上です。 

◎決算特別委員長（鈴 木 由美子 委員） 

 本日の委員会はこの程度にとどめ、明日14日午前10



時より、引き続き総括質疑を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労様でご

ざいました。 

 

             散 会  午後３時36分  


